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　〈
身
体
と
人
格
〉
の
視
座
か
ら
細
野
雲
外
『
不
滅
の
墳
墓
』（
一
九
三
二
年
刊
）
を
読
み
直
す
と
、

そ
の
題
目
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
者
よ
り
も
む
し
ろ
生
者
の
〈
身
体
と
人
格
〉
を
対
象
と
す
る
著
作

で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
各
地
の
全
住
民
を
一
墳
墓
へ
合
葬
す
る
特
異
な
「
不
滅
の
墳
墓
」
構
想

が
、
同
時
代
的
に
荒
廃
の
進
む
墳
墓
へ
の
悲
嘆
を
契
機
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ

れ
て
き
た
。
た
し
か
に
引
用
さ
れ
た
大
量
の
新
聞
記
事
が
示
す
よ
う
に
、『
不
滅
の
墳
墓
』
で
は
荒

廃
す
る
墳
墓
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
雲
外
は
『
不
滅
の
墳
墓
』
を
、
姉
妹
編
『
思
想
悪
化

の
因
』（
一
九
三
〇
年
刊
）・『
斯
君
斯
民
』（
一
九
三
一
年
刊
）
を
含
め
た
「
思
想
善
導
研
究
の
三
部

作
」
と
し
て
出
版
し
て
お
り
、
同
時
代
的
に
は
「
思
想
善
導
」
の
流
れ
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
一
部
の
学
生
や
青
年
団
の
み
な
ら
ず
、
国
民
思
想
が
い
か
に
相
互
に
悪
化
し
て
い
る
か
、
そ
の
現

実
が
三
部
作
一
作
目
の『
思
想
悪
化
の
因
』で
示
さ
れ
る
。主
に
新
聞
記
事
か
ら
蒐
集
し
た
大
量
の「
事

実
資
料
」
に
基
づ
く
論
述
は
、
三
部
作
に
共
通
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
こ
の
『
思
想
悪
化
の
因
』
を
承

け
た
二
作
目
・
三
作
目
は
、
雲
外
自
身
が
『
思
想
善
化
の
因
』
前
・
後
編
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。

二
作
目
の
『
斯
君
斯
民
』
で
は
、善
導
教
化
の
た
め
模
範
と
す
べ
き
「
光
明
の
方
面
」
に
つ
い
て
「
事

実
資
料
」
が
列
挙
さ
れ
、
い
か
に
す
れ
ば
効
果
的
に
「
説
法
」
が
可
能
と
な
る
か
に
つ
い
て
論
じ
ら

れ
る
。
こ
の
「
善
」「
悪
」
両
方
あ
る
「
社
会
環
境
」
を
踏
ま
え
、
よ
り
「
善
」
へ
と
善
導
教
化
す

べ
く
構
想
さ
れ
た
具
体
的
施
策
を
示
す
の
が
、
三
作
目
の
『
不
滅
の
墳
墓
』
で
あ
る
。
民
衆
を
「
思

想
善
導
」
す
る
た
め
に
、
よ
り
効
果
的
な
「
説
法
」
の
舞
台
と
し
て
設
計
さ
れ
た
の
が
「
不
滅
の
墳

墓
」
構
想
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
『
不
滅
の
墳
墓
』
は
、
死
者
よ
り
も
む
し
ろ
生
者
の
〈
身
体
と
人

格
〉
を
対
象
と
し
て
い
る
。

　「
不
滅
の
墳
墓
」
の
具
体
的
像
は
、『
不
滅
の
墳
墓
』
の
巻
頭
に
絵
画
と
図
面
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
う
ち
絵
画
を
担
当
し
た
の
は
、売
れ
っ
子
の
挿
絵
画
家
・
伊
藤
彦
造
で
あ
る
。
当
時
「
憂

国
の
絵
師
」
と
し
て
自
己
主
張
し
つ
つ
あ
っ
た
彦
造
は
、
ま
さ
に
適
役
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
合
葬
（
共
同
）
墓
地
、
昭
和
初
期
、
環
境
設
計
、
思
想
善
導
、
伊
藤
彦
造
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は
じ
め
に

❶
設
計
の
前
提
と
し
て
の
社
会
認
識

❷
環
境
浄
化
の
た
め
の
設
計

む
す
び
に
か
え
て

［
論
文
要
旨
］

　細
野
雲
外『
不
滅
の
墳
墓
』を
読
む
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は
じ
め
に

　
こ
れ
ま
で
さ
ほ
ど
の
異
和
感
な
く
眺
め
て
い
た
対
象
が
、
あ
る
概
念
が
提
示
さ
れ

た
こ
と
で
、
ま
る
で
違
っ
た
様
相
を
示
す
こ
と
が
あ
る
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
で

の
共
同
研
究
「
身
体
と
人
格
を
め
ぐ
る
言
説
と
実
践
」（
代
表
・
山
田
慎
也
）
に
お

け
る
中
心
的
概
念
で
あ
っ
た
「
身
体
と
人
格
」
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ

ま
で
断
片
的
に
し
か
紹
介
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
細
野
雲
外
『
不
滅
の
墳
墓
』〔
細
野

　
一
九
三
二
〕
を
、
雲
外
自
身
の
文
脈
に
戻
し
て
読
み
直
す
こ
と
で
、
議
論
の
拡
張

可
能
性
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
く
に
人
格
概
念
を
念
頭
に
『
不
滅
の
墳

墓
』
を
再
読
す
る
と
、
小
稿
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
死
者
よ
り
も
生
者
を
対

象
と
し
た「
思
想
善
導
」策
を
提
唱
し
た
書
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
か
も「
不

滅
の
墳
墓
」
を
舞
台
と
し
て
、
そ
こ
へ
集
う
生
者
の
身
体
に
働
き
か
け
、
人
格
を
陶

冶
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
端
的
に
述
べ
れ
ば
、
身
体
へ
の
影
響
に
よ
り
人

格
の
改
変
を
企
図
す
る
〈
空
間
の
表
象
〉
の
一
事
例
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
人
間
主

体
に
影
響
を
及
ぼ
す
環
境
設
計
の
一
事
例
と
し
て
、
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
ま
ず
は
こ
れ
ま
で
の
『
不
滅
の
墳
墓
』
へ
の
言
及
を
整
理
し
て
お
き

た
い
。

　
近
代
墓
制
史
上
き
わ
め
て
興
味
深
い
構
想
を
提
示
す
る
『
不
滅
の
墳
墓
』
は
、
じ

つ
に
位
置
付
け
が
困
難
な
本
で
あ
る
。拙
稿〔
土
居

　
二
〇
〇
六
〕で
は『
不
滅
の
墳
墓
』

へ
の
言
及
か
ら
始
め
た
も
の
の
、
本
論
で
は
扱
う
こ
と
を
避
け
た
。
別
に
報
告
〔
土

居
　
二
〇
〇
七
〕
し
た
際
に
も
、
時
代
の
徒
花
的
な
扱
い
に
留
め
て
い
る
。
そ
れ
と

い
う
の
も
執
筆
者
の
細
野
雲
外
が
、『
不
滅
の
墳
墓
』
を
書
い
た
こ
と
以
外
、
ほ
と

ん
ど
不
明
だ
か
ら
で
あ
る

（
（
（

。
小
稿
執
筆
時
点
に
お
い
て
も
、
雲
外
に
つ
い
て
詳
細
不

明
で
あ
る
こ
と
に
変
化
は
な
い
。
奥
付
か
ら
判
断
す
る
に
、
本
名
は
細
野
長
盛
ら
し

い
こ
と
、
刊
行
時
に
は
西
宮
市
在
住
だ
っ
た
ら
し
い
こ
と
、
こ
の
二
点
が
う
か
が
え

る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
『
不
滅
の
墳
墓
』
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
こ
の
二

点
す
ら
棚
上
げ
さ
れ
て
言
及
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
故
意
に
基
礎
情
報
を
隠
蔽
し
た

と
い
う
よ
り
も
、
不
詳
な
著
者
で
は
あ
る
が
内
容
的
に
興
味
深
い
著
作
を
い
か
に
論

及
す
る
か
思
案
し
た
結
果
の
、
苦
肉
の
策
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
た
と
え
ば
森
謙
二
は
『
不
滅
の
墳
墓
』
を
紹
介
す
る
際
、
あ
く
ま
で
一
挿
話
と
し

て
扱
っ
た
。
昭
和
初
期
に
お
け
る
無
縁
墳
墓
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
紹
介
し
た

際
、「
話
は
横
道
に
そ
れ
る
が
」
と
断
り
を
入
れ
た
上
で
『
不
滅
の
墳
墓
』
へ
言
及
し
、

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
著
者
で
あ
る
細
野
雲
外
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
私
は
知
ら
な
い

が
、
彼
の
主
張
は
、
人
々
を
「
一
切
平
等
同
一
墓
域
同
一
墓
穴
に
合
葬
し
」、

無
縁
に
は
な
ら
な
い
「
永
久
不
滅
の
墳
墓
」
を
建
設
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
／
細
野
は
、
昨
日
の
有
縁
は
今
日
の
無
縁
で
あ
り
、
今
日
の
有
縁
は
明
日

の
無
縁
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
東
京
の
都
市
化
の
中
で
無
縁
に
な
っ
て
い

く
墳
墓
を
彼
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
時
代

に
無
縁
墳
墓
に
つ
い
て
の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。〔
森

　
一
九
九
三
：
二
三
三
〕

　
雲
外
が
『
不
滅
の
墳
墓
』
で
示
し
た
構
想
を
、「
墓
地
計
画
の
思
想
」
の
系
譜
に

位
置
付
け
た
の
は
、
橋
爪
紳
也
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
墓
地
と
都
市
と
の
関
係
を

概
観
し
た
論
考
〔
橋
爪

　
二
〇
〇
八
〕
の
「
不
滅
の
都
市
墓
」
章
が
、
丸
々
『
不
滅

の
墳
墓
』
の
内
容
紹
介
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
論
考
末
尾
の
「
墓
地
計

画
の
思
想
」
章
で
も
、論
考
全
体
を
整
理
す
る
中
で
『
不
滅
の
墳
墓
』
が
論
及
さ
れ
、

雲
外
の
構
想
が
墓
地
計
画
史
上
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

ど
う
や
ら
巷
に
流
布
し
て
い
る
墓
地
計
画
の
思
想
は
、
大
き
な
ふ
た
つ
の
潮
流

の
う
え
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。
ひ
と
つ
は
墓
地
の
不
滅
性
を
論
ず
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景
を
改
め
た
時
期
だ
か
ら
こ
そ
、
二
四
時
間
空
港
と
巨
大
な
墓
を
融
合
さ
せ
る
奇
想

が
生
ま
れ
た
の
だ
」〔
橋
爪

　
二
〇
〇
四
：
二
七
〕
と
結
論
す
る
。

　
小
稿
も
『
不
滅
の
墳
墓
』
を
、
先
行
す
る
橋
爪
や
森
と
同
じ
く
、
そ
の
同
時
代
の

文
脈
に
位
置
付
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
拙
稿
〔
土
居

　
二
〇
〇
六
・
二
〇
〇
七
〕
を
含

め
た
先
行
す
る
『
不
滅
の
墳
墓
』
言
及
者
た
ち
と
異
な
り
、
雲
外
に
よ
る
『
不
滅
の

墳
墓
』
以
外
の
著
作
を
参
照
す
る
。
い
わ
ば
『
不
滅
の
墳
墓
』
を
雲
外
自
身
の
文
脈

に
戻
す
試
み
で
あ
る
。
以
下
、
著
作
の
刊
行
順
に
検
討
し
よ
う
。

❶
設
計
の
前
提
と
し
て
の
社
会
認
識
―『
不
滅
の
墳
墓
』姉
妹
編
の
構
想

　
こ
の
節
で
は
『
不
滅
の
墳
墓
』
の
姉
妹
編
と
さ
れ
る
二
著
を
検
討
す
る
が
、
ま
ず

は
雲
外
の
三
部
作
に
つ
い
て
、
基
本
情
報
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
奥

付
に
よ
れ
ば
、『
思
想
悪
化
の
因
』
の
発
行
が
昭
和
五
年
四
月
十
日
、『
斯
君
斯
民
』

が
昭
和
六
年
十
月
十
日
、『
不
滅
の
墳
墓
』
が
昭
和
七
年
二
月
二
十
五
日
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
に
続
く『
権
金
即
魔
』（
昭
和
八
年
七
月
十
日
発
行
）の
巻
末
広
告
で
は
、

こ
の
三
冊
が
「
思
想
善
導
研
究
の
三
部
作
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。『
不
滅
の

墳
墓
』
が
「
主
篇
」、
他
の
二
冊
が
「
姉
妹
編
」
と
さ
れ
、
定
価
は
三
冊
と
も
に
「
三

圓
八
十
銭
」、
発
行
所
が
「
雲
外
書
房
」、
発
売
所
が
「
巌
松
堂
」
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
紹
介
文
は
、
そ
の
ま
ま
そ
れ
ぞ
れ
の
要
約
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
書
誌
情
報
と

と
も
に
列
挙
し
て
お
こ
う
。

「
社
会
悪
の
認
識
と
警
戒
改
革
の
指
導
を
説
く

　
特
に
青
年
警
察
官
教
育
家
一

般
青
壮
年
に
送
る
社
会
常
識
涵
養
の
活
教
科
書
」（『
思
想
悪
化
の
因
』
菊
版
美

装
六
九
四
頁
写
真
諷
刺
画
多
数
入
）

「
社
会
善
の
認
識
と
模
倣
実
践
の
指
導
を
説
き
、
世
界
に
冠
絶
す
る
我
国
の
皇

室
と
国
民
の
精
華
を
掲
げ
て
特
に
教
育
家
、
指
導
者
、
青
少
年
、
学
生
に
送
る

思
想
善
導
の
活
教
科
書
」（『
斯
君
斯
民
』
菊
版
美
装
上
製
八
九
四
頁
ア
ー
ト
刷

る
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
「
都
市
墓
」
を
つ
く
り
、
そ
こ
に
お
お
く
の
魂
を
ま
つ

ろ
う
と
す
る
思
想
。
も
う
ひ
と
つ
は
リ
サ
イ
ク
ル
を
前
提
と
す
る「
無
限
墓
地
」

の
考
え
方
で
あ
る
。
細
野
雲
外
の
「
不
滅
の
墳
墓
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
前
者
の

典
型
で
あ
り
、
死
体
捨
て
場
に
起
因
す
る
共
同
墓
地
が
後
者
の
例
で
あ
ろ
う
。

〔
橋
爪

　
二
〇
〇
八
：
六
五
〕

　
橋
爪
に
よ
れ
ば
、「
墓
地
計
画
の
思
想
」
は
、「
都
市
墓
」
と
「
無
限
墓
地
」
と
の

「
大
き
な
ふ
た
つ
の
潮
流
」
に
整
理
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
「
都
市
墓
」
の
「
典
型
」
が
、

雲
外
の
構
想
し
た
『
不
滅
の
墳
墓
』
な
の
で
あ
る
。
橋
爪
に
と
っ
て
『
不
滅
の
墳
墓
』

は
、
単
な
る
一
挿
話
で
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
そ
も
そ
も
『
不
滅
の
墳
墓
』
が
研
究
者
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
芳

賀
登
『
葬
儀
の
歴
史
』〔
芳
賀

　
一
九
七
一

（
（
（

〕
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
契
機
だ
と

思
わ
れ
る
。
芳
賀
が
『
不
滅
の
墳
墓
』
に
言
及
す
る
箇
所
の
小
見
出
し
は
「
現
代

の
墳
墓
研
究
の
好
著
」
と
な
っ
て
い
る
。「
葬
儀
に
つ
い
て
の
先
覚
的
研
究
」〔
森

　

一
九
九
三
：
二
六
五
〕
と
評
さ
れ
る
『
葬
儀
の
歴
史
』
は
、
と
り
あ
え
ず
一
冊
で
通

史
を
瞥
見
で
き
る
葬
送
墓
制
史
研
究
書
と
し
て
時
代
的
に
先
駆
し
て
お
り
、
後
続
の

葬
送
墓
制
史
研
究
者
に
対
し
、『
不
滅
の
墳
墓
』
の
存
在
を
知
ら
し
め
た
こ
と
と
思

わ
れ
る
。
と
は
い
え
『
不
滅
の
墳
墓
』
の
位
置
付
け
に
お
い
て
は
、
芳
賀
〔
芳
賀

　

一
九
七
一
〕
と
、
森
〔
森

　
一
九
九
三
〕・
橋
爪
〔
橋
爪

　
二
〇
〇
八
〕
と
の
間
に
断
絶

が
認
め
ら
れ
る
。『
不
滅
の
墳
墓
』を「
現
代
墳
墓
研
究
の
好
著
」と
す
る
芳
賀
に
対
し
、

森
と
橋
爪
は
あ
る
時
代
の
産
物
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
森
は
、
先
の
引
用
に
あ

る
よ
う
に
、
無
縁
墳
墓
に
つ
い
て
関
心
の
高
ま
る
時
代
背
景
を
み
て
と
っ
て
い
る
。

橋
爪
は
、
雲
外
の
構
想
を
「
奇
想
天
外
な
も
の
」「
い
さ
さ
か
う
さ
ん
く
さ
い
も
の
」

と
評
し
つ
つ
も
、「
時
代
の
風
潮
を
映
し
た
興
味
深
い
提
案
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
」〔
橋
爪

　
二
〇
〇
八
：
六
二
〕
と
す
る
。
ま
た
「
不
滅
の
墳
墓
」
構
想
に
夜
間

飛
行
場
が
含
ま
れ
る
点
に
注
目
し
た
別
の
論
考
で
は
、「
航
空
機
の
急
速
な
進
歩
に

誰
も
が
注
目
し
、
ま
た
電
気
の
供
給
増
加
に
よ
っ
て
夜
間
照
明
の
進
歩
が
都
市
の
夜
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写
真
五
頁
入
）

「
思
想
悪
化
の
因
の
根
本
的
匡
治
策

　
世
界
人
類
に
叫
ぶ
千
古
不
磨
の
法
則
」

（『
不
滅
の
墳
墓
』
菊
版
美
装
上
製
五
〇
〇
頁
ア
ー
ト
刷
写
真
設
計
図
入
）

　
こ
れ
は
三
部
作
の
完
結
以
降
の
紹
介
文
で
あ
る
。
一
方
、
第
一
作
目
と
な
る
『
思

想
悪
化
の
因
』
で
は
、
そ
の
緒
言
で
す
で
に
「
永
久
有
縁
不
滅
の
墳
墓
」
構
想
が
提

示
さ
れ
て
い
る
。

著
者
の
見
解
に
し
て
大
過
な
く
ば
、
そ
の
永
久
不
滅
有
縁
の
墳
墓
の
前
に
立
ち

て
法
を
説
く
と
き
、
更
に
そ
の
法
の
功
徳
を
、
如
実
に
立
証
す
る
に
足
る
幾
多

の
社
会
施
設
を
創
設
し
て
、
着
々
民
衆
の
利
恵
を
増
進
す
る
と
き
、
始
め
て
一

般
民
衆
の
痛
切
な
る
感
激
を
喚
起
す
る
こ
と
が
出
来
得
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て

民
衆
自
ら
思
想
善
導
運
動
に
参
加
し
、
民
衆
自
ら
環
境
の
浄
化
に
努
力
す
る
に

至
る
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
そ
の
永
久
不
滅
有
縁
の
墳
墓
と
は
如
何
、
そ
の
創
設

す
べ
き
社
会
組
織
と
は
如
何
、
そ
は
次
篇
の
説
法
論
に
て
縷
述
釈
明
し
、
大
方

の
批
判
に
愬
へ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。〔
細
野

　
一
九
三
〇

　
緒
言
：
七
〕

　
こ
こ
で
予
告
さ
れ
て
い
る
「
次
篇
の
説
法
論
」
と
は
、
続
く
『
斯
君
斯
民
』
の
と

く
に
序
論
「
説
法
の
要
諦
」
で
あ
り
、『
不
滅
の
墳
墓
』
で
具
体
的
に
示
さ
れ
た
構

想
で
あ
る
。
ま
た
『
斯
君
斯
民
』『
不
滅
の
墳
墓
』
と
も
に
緒
言
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の

書
名
が
当
初
案
を
短
縮
し
て
い
る
こ
と
か
ら
書
き
起
こ
し
、『
思
想
悪
化
の
因
』
に

呼
応
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
曰
く
、
本
来
な
ら
『
思
想
善
化
の
因
「
前
編
」

斯
君
斯
民
』『
思
想
善
化
の
因
「
後
編
」
不
滅
の
墳
墓
』
と
命
名
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、

書
名
と
し
て
冗
長
で
あ
る
た
め
短
縮
し
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
思
想
悪
化
の
因
』
の

姉
妹
編
で
あ
る
、
と
。

　
先
の
引
用
に
続
い
て
雲
外
は
い
う
。
国
民
思
想
は
社
会
環
境
に
因
っ
て
悪
化
す
る

が
、
悪
化
の
防
止
と
浄
化
を
担
う
の
も
ま
た
社
会
環
境
な
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
『
思

想
悪
化
の
因
』
で
「
国
民
の
思
想
を
悪
化
す
る
社
会
環
境
意
識
」
を
一
般
民
衆
に
知

ら
し
め
、
続
い
て
「
よ
き
反
面
の
社
会
環
境
を
説
い
て
、
そ
の
浄
化
善
導
の
目
的
を

達
成
す
べ
き
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
雲
外
は
、
自
ら
の
言
に
従
っ
て
三

部
作
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
雲
外
が
国
民
に
突
き
つ
け
た
の
は
、
悪
化
す

る
国
民
思
想
の
現
実
で
あ
っ
た
。

　
1

－

1
『
思
想
悪
化
の
因
』―
社
会
悪
の
認
識

　
三
部
作
一
作
目
と
な
る
『
思
想
悪
化
の
因
』
が
説
く
の
は
、
国
民
思
想
が
い
か
に

悪
化
し
て
い
る
か
、
さ
ら
に
は
相
互
に
悪
影
響
を
与
え
て
い
る
か
、
そ
の
現
実
で
あ

る
。
雲
外
は
指
摘
す
る
。「
一
般
民
衆
」
は
、
悪
い
と
承
知
の
上
で
、
な
お
そ
の
悪

事
を
平
気
で
敢
行
し
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
「
悪
い
方
の
社
会
環
境
」
に
直
面
し
て
い

る
現
在
を
、
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
の
国
民
が
意
識
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う

な
無
知
な
状
態
を
放
置
し
た
ま
ま
に
「
社
会
改
造
」「
思
想
善
導
」
を
い
く
ら
唱
え

て
も
、
そ
れ
は
「
空
論
」
に
し
か
な
ら
な
い
。
ま
ず
は
「
一
般
民
衆
」
に
「
悪
い
方

の
社
会
環
境
」
に
取
り
巻
か
れ
て
い
る
「
世
間
の
実
相
」
を
知
ら
し
め
る
必
要
が
あ

る
の
だ
。

　『
思
想
悪
化
の
因
』
に
始
ま
る
雲
外
の
著
作
が
、
お
び
た
だ
し
い
分
量
の
新
聞
の

引
用
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
の
は
、
じ
つ
に
こ
こ
に
理
由
が
あ
る
。
一
般
民
衆
に

世
間
の
実
相
を
知
ら
し
め
る
最
適
な
資
料
、
そ
れ
が
新
聞
記
事
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

新
聞
記
事
そ
の
も
の
は
「
玉
石
混
淆
の
資
料
」
で
あ
る
こ
と
を
、
雲
外
自
身
も
承
知

し
て
い
る
。
新
聞
記
事
を
「
蒐
集
、
編
纂
、
批
判
」
し
た
上
で
一
般
民
衆
に
提
供
し
、

「
民
衆
の
注
意
と
感
激
を
招
来
」
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
民
衆
と
共

に
」
社
会
改
造
や
思
想
善
導
を
推
し
進
め
る
前
段
階
と
し
て
、
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら

な
い
重
大
事
で
あ
る
。
ち
な
み
に
引
用
さ
れ
た
「
大
正
十
五
年
末
以
降
我
国
に
於
け

る
三
十
有
五
種
の
主
要
新
聞
紙
の
記
事
」
に
所
載
新
聞
紙
名
と
そ
の
日
付
が
明
記
さ

れ
て
い
る
の
は
、「
読
者
が
引
証
の
便
に
役
立
つ
」（
凡
例
）
た
め
を
考
え
て
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
点
も
「
民
衆
と
共
に
」
の
意
識
が
反
映
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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以
上
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
た
『
思
想
悪
化
の
因
』
緒
言
に
続
く
序
説
「
読
者
の
誤

解
を
恐
れ
て
」
も
、
す
で
に
三
部
作
全
体
が
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
傍
証
す
る
内

容
で
あ
る
。
序
説
冒
頭
「
一
、
新
聞
の
社
会
記
事
と
世
間
」
で
は
、
緒
言
に
続
き

資
料
と
し
て
の
新
聞
記
事
の
信
憑
度
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
が
加
え
ら
れ
る
。
続
く

「
二
、
日
本
人
の
伝
統
的
人
類
愛
」
は
、
本
書
が
示
す
暗
黒
面
を
も
っ
て
現
在
の
日

本
の
全
て
だ
と
即
断
し
な
い
よ
う
注
意
を
う
な
が
し
、
別
に
『
斯
君
斯
民
』
の
題
目

で
光
明
の
側
面
を
示
す
こ
と
を
予
告
し
、
そ
の
ご
く
一
部
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し

て
「
三
、
超
政
治
的
思
想
善
導
機
関
を
創
設
せ
よ
」
で
は
、
国
民
思
想
の
統
一
が
困

難
な
理
由
を
歴
史
に
求
め
、
問
題
の
根
幹
は
「
因
習
の
久
し
き
我
等
の
旧
思
想
」
す

な
わ
ち
「
二
千
数
百
年
来
培
は
れ
、
育
ま
れ
、
深
刻
化
さ
れ
た
我
国
民
独
特
の
一
特

異
性
で
あ
る
所
の
忌
は
し
き
排
他
利
己
主
義
的
習
性
」
で
あ
る
と
す
る
。
ゆ
え
に
教

室
で
行
わ
れ
る
「
教
育
」
の
ご
と
き
「
尋
常
一
様
の
手
段
で
は
、
容
易
に
矯
正
改
善

す
る
こ
と
は
不
可
能
」
で
あ
る
か
ら
、「
現
在
、
主
と
し
て
国
民
の
智
能
啓
発
を
掌

る
文
部
省
に
対
し
て
、
国
民
思
想
の
統
一
、
善
導
を
掌
る
超
政
治
的
新
行
政
機
関
の

創
設
と
そ
の
有
効
堅
実
な
る
運
行
を
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
意
見
表
明
が
な
さ

れ
る
。
そ
の
具
体
案
は
、三
部
作
の
最
後
を
飾
る
『
不
滅
の
墳
墓
』
末
尾
に
「
附
録
」

と
し
て
書
か
れ
た
「
超
政
治
的
国
民
指
導
機
関
の
提
唱
」
が
示
し
て
い
る
。
卑
俗
な

表
現
を
す
れ
ば
、
雲
外
は
三
部
作
を
通
し
て
、
拡
げ
た
風
呂
敷
を
き
ち
ん
と
畳
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。

　『
思
想
悪
化
の
因
』
本
編
は
「
教
育
界
の
実
相
／
宗
教
界
の
実
相
／
社
会
環
境
」

の
三
篇
構
成
と
な
っ
て
い
る
。「
社
会
環
境
」
と
は
別
に
、「
教
育
界
」「
宗
教
界
」

を
独
立
の
一
篇
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
二
機
関
」
が
「
一
般
国
民
思
想
の
指
導

を
掌
る
も
の
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
こ
こ
で
雲
外
が
列
挙
す
る
の
は
、
現
状

の
教
育
界
・
宗
教
界
が
ど
れ
ほ
ど
頼
り
に
な
ら
な
い
か
を
示
す
新
聞
記
事
で
あ
り
、

第
一
・
二
篇
だ
け
で
本
編
頁
数
全
体
の
約
（
／
4
を
占
め
て
い
る
。
続
く
第
三
篇「
社

会
環
境
」
で
は
、
蒐
集
さ
れ
た
新
聞
記
事
が
十
六
種
に
分
類
・
列
挙
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
「
暴
利
／
欺
瞞
／
風
壊
／
誘
惑
／
誘
拐
／
情
実
／
役
得
／
党
禍
／
金
禍
／
瞞
奪

／
労
争
／
不
謹
慎
／
左
傾
／
赤
化
／
右
傾
／
直
訴
」
で
あ
る
。『
思
想
悪
化
の
因
』

で
は
、
教
育
・
宗
教
を
加
え
「
十
有
八
種
の
小
社
会
環
境
模
様
」
を
析
出
し
、
徹
底

的
に
「
国
民
の
思
想
を
悪
化
す
る
社
会
環
境
」
が
提
示
さ
れ
る
の
だ
。
こ
こ
で
雲
外

が
「
左
傾
」「
赤
化
」
の
み
を
問
題
視
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
点
、
特
に
留
意
し
て

お
き
た
い

（
（
（

。
こ
れ
だ
け
全
国
民
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
に
お
い
て
は
、
一
部
の
学
生

や
青
年
団
を
対
象
に
思
想
善
導
を
試
み
て
も
、
そ
れ
は
効
果
的
で
な
く
む
し
ろ
不
可

能
で
あ
る
、
と
雲
外
は
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
同
時
代
の
思
想
善
導

論
と
一
線
を
画
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　『
思
想
悪
化
の
因
』
末
尾
の
「
社
会
環
境
批
判
の
終
辞
」
章
に
お
け
る
総
括
で
、

雲
外
は
「
思
想
悪
化
の
真
因
」
を
、
雲
外
命
名
す
る
と
こ
ろ
の
「
ヨ
ロ
シ
ク
ヤ
ラ
ウ

と
云
う
心
」
に
求
め
て
い
る
。「
戦
へ
ば
手
段
を
選
ば
ず
唯
勝
つ
た
方
が
善
い
、
自

己
の
栄
達
利
得
の
為
め
に
は
、
他
人
を
殺
傷
す
る
こ
と
も
、
尚
ほ
且
つ
厭
は
な
い
」

と
い
う
「
非
共
存
、非
共
栄
主
義
の
権
化
」
で
あ
り
、具
体
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
選

挙
時
に
お
け
る
選
挙
権
の
売
買
そ
の
他
の
選
挙
違
反
行
為
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た

「
封
建
時
代
の
遺
物
」
で
あ
る
「
城
趾
や
天
守
閣
」
は
、「
そ
の
昔
暴
逆
無
道
に
し
て

自
己
の
為
め
に
専
横
と
暴
力
と
を
以
て
、
我
等
の
祖
先
を
虐
げ
た
暴
君
」
の
「
ヨ
ロ

シ
ク
ヤ
ラ
ウ
と
云
う
心
」
の
権
化
・
象
徴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
の
「
特

異
性
」
は
、
習
慣
や
歴
史
の
中
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
の
だ
か
ら
、「
そ
の
根
強

さ
は
到
底
十
年
や
二
十
年
の
短
日
月
で
矯
正
絶
滅
し
得
る
も
の
で
は
な
い
」
の
で
あ

り
、
従
来
の
思
想
善
導
論
・
社
会
改
良
論
の
ご
と
き
「
只
口
頭
や
文
書
の
絶
叫
、
宣

伝
一
天
張
り
で
は
、
到
底
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
不
可
能
」
で
あ
る
こ
と
は
明

白
で
あ
る
の
だ
。

　
と
は
い
え
雲
外
の
本
意
は
、
社
会
環
境
に
よ
っ
て
悪
化
す
る
現
実
を
前
に
、
絶
望

を
叫
ぶ
こ
と
で
は
な
い
。
た
し
か
に
『
思
想
悪
化
の
因
』
で
は
、
ひ
た
す
ら
に
社
会

悪
が
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
最
末
尾
に
は
、じ
つ
に
「
社
会
環
境
の
浄
化
に
、

社
会
環
境
を
以
て
せ
よ
」
と
の
小
見
出
し
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
文
で
は

「
最
後
に
国
民
思
想
が
社
会
環
境
に
因
つ
て
悪
化
さ
れ
る
な
ら
ば
又
社
会
環
境
に
因
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て
浄
化
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
、
雲
外
は
ま
さ
に
環
境
設
計
を
提
唱
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
社
会
環
境
は
悪
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
善
な
る
部
分
も
あ
る
。
社
会
の
暗

黒
面
を
世
に
問
う
た
雲
外
は
、
筆
を
新
た
に
し
て
、
社
会
善
の
実
相
を
世
に
示
す
こ

と
に
な
る
。

　
1

－

2
『
斯
君
斯
民
』―
社
会
善
の
認
識

　
三
部
作
二
作
目
と
な
る
『
斯
君
斯
民
』
は
、
そ
の
緒
言
で
『
思
想
悪
化
の
因
』
の

姉
妹
編
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。『
思
想
悪
化
の
因
』
が
「
社
会
環
境
の

暗
黒
面
の
現
実
相
を
網
羅
編
纂
」し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、『
斯
君
斯
民
』は「
光

明
の
方
面
」
つ
ま
り
「
社
会
環
境
の
光
輝
燦
然
た
る
種
々
相
を
網
羅
編
纂
」
し
た
も

の
で
あ
る
。『
思
想
悪
化
の
因
』
が
示
し
た
の
は
、
思
想
善
導
は
一
部
の
学
生
や
青

年
団
の
み
を
対
象
に
し
て
も
不
可
能
で
あ
る
ほ
ど
に
、
全
民
衆
を
取
り
巻
く
社
会
環

境
の
悪
化
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
全
民
衆
を
対
象
と
し
た
善
導
教
化
と
は
、
ど
の
よ

う
に
着
手
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
れ
に
応
え
る
の
が
『
斯
君
斯
民
』『
不
滅
の
墳
墓
』

で
示
さ
れ
る
「
思
想
善
化
の
因
」
な
の
で
あ
る
。

　
そ
の
緒
言
で
「
善
良
な
る
精
神
思
想
」
が
「
善
良
な
る
行
為
か
ら
受
く
る
感
激
と
、

そ
の
自
ら
な
る
共
鳴
に
拠
つ
て
」
こ
そ
育
ま
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
雲
外
は
、
ま
ず

「
社
会
民
衆
の
直
面
す
る
環
境
に
実
在
す
る
無
限
の
生
け
る
美
事
善
行
」
を
蒐
集
し

民
衆
に
示
す
こ
と
で
、
民
衆
に
「
感
激
」
と
「
共
鳴
」
を
喚
起
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要

だ
と
主
張
す
る
。
そ
の
具
体
的
成
果
が
『
斯
君
斯
民
』
の
本
編
で
あ
り
、
一
作
目
に

引
き
続
き
、膨
大
な
新
聞
記
事
の
列
挙
が
な
さ
れ
る
。
以
下
、雲
外
が
想
定
し
た「
善
」

を
う
か
が
う
こ
と
に
し
よ
う
。

　『
斯
君
斯
民
』
の
口
絵
に
皇
室
関
係
の
写
真
を
用
い
、「
聖
上
陛
下
の
日
々
の
御
行

状
は
、
実
に
国
民
教
化
の
生
け
る
貴
き
儀
範
で
あ
ら
せ
ら
る
る
」（
緒
言
）
と
述
べ

る
よ
う
に
、
雲
外
に
と
っ
て
目
指
す
べ
き
「
善
」
の
体
現
者
は
、
誰
よ
り
も
天
皇
で

あ
る
。
本
編
で
は
「
斯
君
篇
」
が
「
明
治
大
帝
／
大
正
天
皇
／
昭
和
の
皇
太
后
陛
下

／
昭
和
の
今
上
陛
下
」
と
章
立
て
さ
れ
、
さ
ら
に
「
昭
和
の
今
上
陛
下
」
章
は
「
御

繁
激
に
渡
ら
せ
ら
れ
る
御
政
務
の
御
親
裁
／
広
大
無
辺
の
御
顕
徳
／
帝
の
御
日
常
生

活
／
民
情
御
親
閲
と
国
民
の
感
激
／
科
学
者
と
し
て
の
帝
／
孝
子
と
し
て
の
帝
／
最

近
時
に
於
け
る
御
下
賜
金
そ
の
他
／
そ
の
他
の
御
事
ど
も
／
昭
和
の
皇
后
宮
の
御

徳
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
ま
さ
に
「
日
々
の
御
行
状
」
そ
の
も
の
を

範
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
と
は
い
え
「
斯
君
篇
」
の
五
倍
以
上
の
紙
幅
を
費

や
し
て
「
斯
民
篇
」
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
雲
外
の
著
作
を
興
味
深
い
も
の
に

し
て
い
る
。

　「
斯
民
篇
」
で
は
「
男
子
の
部
／
女
子
の
部
／
男
女
協
同
の
部
／
雑
」
と
章
立
て

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
男
子
の
部
／
女
子
の
部
」
だ
け
で
本
書
の
大
半
を
占
め

て
い
る
。
以
下
に
列
挙
し
、
雲
外
が
想
定
し
た
（
あ
る
い
は
、
雲
外
が
引
用
参
照
し

た
新
聞
記
事
が
示
し
た
）
当
時
の
民
衆
に
お
け
る
「
善
」
の
具
体
相
を
瞥
見
し
た
い
。

第
一
章

　
男
子
の
部

第
一
節

　
幼
少
年

第
一

　
額
に
汗
し
て
得
た
金
で
他
人
に
同
情
を
寄
す
る
も
の

第
二

　
交
通
の
危
急
を
救
ふ
も
の

第
三

　
溺
れ
る
友
を
救
は
ん
と
し
て
死
ん
だ
も
の

第
四

　
溺
れ
る
人
を
救
つ
た
も
の

第
五

　
溺
れ
る
友
を
救
は
ん
と
し
た
も
の

第
六

　
友
の
危
急
を
救
つ
た
も
の

第
七

　
国
難
に
赴
く
軍
人
と
そ
の
家
族
に
寄
す
る
至
情

第
八

　
警
察
官
に
感
謝
す
る
も
の

第
九

　
麗
は
し
い
隣
人
愛

第
十

　
真
に
尊
い
同
情

第
十
一

　
勇
敢
に
気
転
を
き
か
す
も
の

第
十
二

　
貧
者
に
寄
す
る
愛

第
十
三

　
正
直
な
貧
家
の
子
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第
十
四

　
孝
子

第
二
節

　
青
壮
年

　
男
子
の
部

第
一

　
殉
職

第
二

　
責
任
に
死
す
る
も
の

第
三

　
克
く
職
分
を
守
る
も
の

第
四

　
貴
き
人
類
愛
に
生
き
る
も
の

第
五

　
社
会
奉
仕
に
生
き
る
も
の

第
六

　
郷
土
の
為
め
に
尽
す
も
の

第
七

　
育
英
と
思
想
善
導
に
尽
す
も
の

第
八

　
仇
に
恩
情
を
寄
す
る
も
の

第
九

　
奇
特
な
家
主
と
店
子

第
十

　
御
国
に
奉
公
を
励
ま
す
父
と
そ
の
子

第
十
一

　
奉
公
至
上
の
模
範
軍
人

第
十
二

　
軍
人
の
清
く
熱
き
同
情

第
十
三

　
戦
友
美
談

第
十
四

　
入
営
中
己
が
家
に
尽
す
も
の

第
十
五

　
国
難
に
赴
く
軍
人
と
そ
の
家
族
に
寄
す
る
至
情

第
十
六

　
警
察
官
の
美
は
し
い
同
情

第
十
七

　
警
察
官
に
感
謝
す
る
も
の

第
十
八

　
人
の
危
難
を
救
つ
た
も
の

第
十
九

　
路
傍
の
貧
旅
人
に
寄
す
る
愛

第
二
十

　
麗
は
し
い
隣
人
愛

第
二
十
一

　
他
人
の
生
活
苦
に
寄
す
る
同
情

第
二
十
二

　
貧
者
同
士
の
共
存
共
栄

第
二
十
三

　
貧
者
に
寄
す
る
色
々
の
同
情

第
二
十
四

　
旧
恩
を
忘
れ
ぬ
も
の

第
二
十
五

　
孝
行

第
三
節

　
老
人
の
部

第
一

　
人
命
救
助

第
二

　
社
会
奉
仕
に
捧
げ
る
も
の

第
三

　
育
英
と
思
想
善
導
に
尽
す
も
の

第
四

　
郷
土
の
為
め
に
尽
す
も
の

第
五

　
職
分
に
精
励
す
る
も
の

第
六

　
御
国
へ
奉
公
を
励
ま
す
父

第
七

　
桑
の
弓
を
引
く
も
の

第
八

　
警
察
官
へ
感
謝
す
る
も
の

第
九

　
貧
者
に
寄
す
る
麗
は
し
い
同
情

第
十

　
主
家
に
奉
公
を
励
む
も
の

第
十
一

　
旧
恩
を
忘
れ
ぬ
も
の

第
十
二

　
貴
き
親
の
情

第
十
三

　
孝
子

第
二
章

　
女
子
の
部

第
一
節

　
幼
少
年

第
一

　
自
力
で
同
情
を
寄
す
る
も
の

第
二

　
人
を
助
け
ん
と
し
て
溺
死
し
た
も
の

第
三

　
溺
れ
る
者
を
救
助
し
た
も
の

第
四

　
他
人
の
危
急
を
救
つ
た
も
の

第
五

　
世
の
貧
者
に
寄
す
る
愛

第
六

　
奉
公
の
軍
人
に
寄
す
る
少
女
の
純
情

第
七

　
警
察
官
へ
感
謝
す
る
も
の

第
八

　
旧
恩
を
忘
れ
ぬ
も
の

第
九

　
貧
家
の
級
友
に
寄
す
る
友
情

第
十

　
孝
子

第
二
節

　
青
壮
年



310

国立歴史民俗博物館研究報告
第 169集　2011年 11月

第
一

　
貴
き
人
類
愛
に
奉
仕
す
る
も
の

第
二

　
殉
難
者

第
三

　
社
会
奉
仕
に
尽
す
も
の

第
四

　
育
英
思
想
善
導
に
尽
す
も
の

第
五

　
人
の
危
難
を
救
つ
た
も
の

第
六

　
行
路
病
者
に
寄
す
る
愛

第
七

　
麗
は
し
い
隣
人
愛

第
八

　
貧
者
に
寄
す
る
愛

第
九

　
克
く
職
分
を
守
る
も
の

第
十

　
愛
に
生
き
る
も
の

第
十
一

　
売
笑
の
婦
に
も
こ
の
純
情

第
十
二

　
奉
公
の
軍
人
に
注
ぐ
至
情

題
十
三

　
旧
恩
を
忘
れ
ぬ
も
の

題
十
四

　
受
け
た
世
間
の
情
け
を
忘
れ
ぬ
も
の

第
十
五

　
節
婦

題
十
六

　
貧
家
を
背
負
つ
て
奮
闘
す
る
も
の

題
十
七

　
孝
子

題
三
節

　
老
年

第
一

　
人
類
愛
に
捧
げ
る
心

第
二

　
社
会
奉
仕
に
い
そ
し
む
も
の

第
三

　
郷
土
の
為
め
に
尽
す
も
の

第
四

　
育
英
と
思
想
善
導
に
尽
す
も
の

第
五

　
国
家
に
奉
公
を
励
ま
す
母

第
六

　
貧
者
へ
寄
す
る
愛

第
七

　
国
難
に
赴
く
軍
人
と
そ
の
遺
族
に
寄
す
る
至
情

第
八

　
旧
恩
を
忘
れ
ぬ
も
の

第
九

　
主
家
に
奉
公
を
励
む
も
の

第
十

　
節
婦

第
十
一

　
友
に
寄
す
る
愛

第
十
二

　
孝
子

　
こ
こ
で
性
別
の
み
な
ら
ず
年
齢
に
よ
っ
て
も
分
類
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
斯
君
斯

民
』
の
序
論
「
説
法
の
要
諦
」
で
示
さ
れ
た
論
法
に
基
づ
い
て
い
る
。
遡
っ
て
こ
の

点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　『
斯
君
斯
民
』
の
序
論
は
「
説
法
の
要
諦
」
と
題
し
、
国
民
思
想
を
善
導
し
社
会

環
境
を
浄
化
す
る
た
め
の
「
説
法
」
に
必
要
な
四
条
件
と
し
て
「
人
、
法
、
時
、
処
」

を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
説
い
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
緒
論
に
お
い
て
、

民
衆
に
「
感
激
」「
共
鳴
」
を
喚
起
さ
せ
る
こ
と
が
善
導
教
化
に
は
肝
要
だ
と
主
張

す
る
雲
外
は
、
序
論
で
そ
れ
を
「
感
激
第
一
主
義
」
と
呼
ぶ
。
お
よ
そ
人
間
は
誰
で

も
他
人
の
教
え
を
欲
し
て
止
ま
な
い
状
況
が
、一
生
涯
の
う
ち
に
幾
度
か
到
来
す
る
。

そ
こ
に
付
け
入
れ
ら
れ
て
「
迷
信
」
や
「
淫
祀
邪
教
」
に
惑
う
人
々
が
「
昭
和
の
御

代
に
も
存
在
す
る
」
が
、
逆
に
「
一
大
感
激
」
を
受
け
た
こ
と
で
「
今
日
か
ら
は
打

つ
て
変
つ
た
善
人
」
と
な
り
「
善
行
を
積
み
社
会
奉
仕
に
終
生
献
身
す
る
も
の
が
あ

る
」
こ
と
も
ま
た
存
在
す
る
。
つ
ま
り
百
編
の
説
法
も
、
た
だ
一
回
の
「
感
激
」
に

匹
敵
す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
つ
ま
り
思
想
の
善
導
教
化
は
、
い
わ
ば
こ
の
「
感

激
第
一
主
義
」
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
一
体
ど
の
よ
う
な
方
法
で
取

り
組
ま
れ
る
べ
き
か
。
そ
の
た
め
の
「
説
法
の
四
法
」
が
「
法
を
説
く
に
人
／
法
／

時
／
処
を
得
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
時
」
と
「
処
」
は
も
ち
ろ
ん
時
機
と
場
所

で
あ
り
、「
人
」
と
は
善
導
教
化
を
説
く
人
物
の
適
不
適
で
あ
り
、「
法
」
と
は
思
想

善
導
の
伝
達
方
法
で
あ
る
。
こ
の
「
法
」
に
お
い
て
雲
外
は
「
社
会
指
導
と
そ
の
教

材
の
選
択
標
準
」
と
し
て
次
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。

（
（
）
過
去
、
現
在
、
未
来
を
通
じ
て
不
滅
の
性
質
を
有
し
、
且
つ
永
久
全
民
衆

に
拠
て
守
護
さ
れ
、
絶
対
不
可
侵
の
信
仰
と
尊
崇
の
対
象
と
な
り
得
る
も

の
。
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（
（
）
直
面
す
る
社
会
環
境
の
中
に
生
動
す
る
事
実
。

（
（
）
比
較
的
新
し
き
過
去
の
事
実
中
民
衆
の
記
憶
な
ほ
新
た
な
る
も
の
。

　
こ
れ
ら
「
資
料
教
材
の
活
用
方
針
」
と
し
て
は
、
主
と
し
て
男
子
を
説
く
に
は
男

子
の
、
女
子
を
説
く
に
は
女
子
の
「
事
実
資
料
」
を
用
い
る
よ
う
に
、「
幼
少
年
／

青
壮
年
／
老
年
者
」
の
年
齢
別
、
ま
た
「
官
公
吏
／
軍
人
／
学
生
生
徒
／
餅
屋
／
理

髪
師
」
な
ど
の
職
業
別
、「
社
会
奉
仕
／
人
類
愛
／
犠
牲
的
行
為
／
殉
職
／
孝
子
／

節
婦
／
正
直
」
な
ど
の
行
為
別
の
、
そ
れ
ぞ
れ
「
適
合
の
事
実
資
料
」
を
活
用
す
る

こ
と
、
こ
の
教
材
と
す
べ
き
「
事
実
資
料
」
は
な
る
べ
く
手
近
に
求
め
る
こ
と
、
さ

ら
に
は
「
法
を
説
く
者
」
の
「
態
度
」
や
「
修
養
」
な
ど
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。
な

お
雲
外
は
「
社
会
万
般
の
事
柄
に
関
し
、
そ
の
指
導
教
材
資
料
と
し
て
、
有
力
な
新

聞
紙
記
事
程
重
要
性
を
帯
ぶ
る
も
の
は
他
に
あ
る
ま
い
」
と
し
て
、
最
近
の
新
聞
研

究
動
向
に
つ
い
て
新
聞
記
事
を
引
用
し
特
記
し
て
い
る
。

　
さ
て
雲
外
が
「
教
材
」
の
筆
頭
に
掲
げ
た
「
過
去
、
現
在
、
未
来
を
通
じ
て
不
滅

の
性
質
を
有
し
、
且
つ
永
久
全
民
衆
に
拠
て
守
護
さ
れ
、
絶
対
不
可
侵
の
信
仰
と
尊

崇
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
」
と
は
、も
ち
ろ
ん
雲
外
が
提
唱
す
る
「
不
滅
の
墳
墓
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
真
剣
に
教
え
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
自
己
ま
た

は
肉
親
の
死
に
関
係
す
る
事
態
に
遭
遇
し
た
時
機
に
匹
敵
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
以
上
を
ま
と
め
て
雲
外
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

自
ら
法
を
求
む
る
道
心
の
揺
ぐ
秋
大
自
然
の
満
目
荒
涼
の
秋
に
於
て
、
一
切
衆

生
の
各
自
に
縁
り
あ
る
墳
墓
に
彼
等
を
招
集
し
、
上
来
説
き
来
つ
た
説
法
の
四

法
に
則
り
、
道
心
の
教
化
、
思
想
の
善
導
を
説
く
こ
と
は
、
人
に
法
を
説
く
最

良
の
適
策
で
あ
る
と
断
ず
る
も
の
で
あ
る
。〔
細
野

　
一
九
三
一

　
序
論
：
四
五
〕

　
こ
こ
で
法
を
説
く
べ
き
場
所
で
あ
る
「
墳
墓
」
と
は
、
従
来
か
ら
存
在
す
る
寺
院

境
内
や
山
上
・
路
畔
の
墓
域
で
は
な
く
、『
思
想
悪
化
の
因
』
緒
言
に
て
読
者
に
約

束
し
た
「
永
久
有
縁
不
滅
の
墳
墓
」
の
こ
と
で
あ
る
。
続
く
第
三
作
目
に
お
い
て
、

遂
に
「
不
滅
の
墳
墓
」
の
具
体
像
が
読
者
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

❷
環
境
浄
化
の
た
め
の
設
計
―『
不
滅
の
墳
墓
』の
構
想

　『
不
滅
の
墳
墓
』
は
全
五
章
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
緒
言
・
序
説
・
結
言
を
除
く

各
章
は
「
陵
墓
と
古
墳
／
民
衆
の
墳
墓
／
火
葬
場
／
不
滅
の
墳
墓
／
不
滅
の
墳
墓

　

結
言
」と
な
っ
て
い
る
。
皇
室
関
係
も
取
り
上
げ
て
い
る
点
、た
だ
し
分
量
は「
民
衆
」

関
連
に
圧
倒
的
紙
幅
を
割
い
て
い
る
点
、
と
も
に
前
著
と
な
る
『
斯
君
斯
民
』
と
同

様
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
不
滅
の
墳
墓
」
に
は
、
こ
れ
ま
で
『
不
滅
の
墳
墓
』
言
及

者
た
ち
が
触
れ
な
か
っ
た
「
陵
墓
と
古
墳
」
に
つ
い
て
も
、
新
聞
記
事
を
主
と
す
る

「
事
実
資
料
」
に
基
づ
く
現
状
認
識
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
提
案
が
示
さ
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
分
量
的
に
も
内
容
的
に
も
、「
民
衆
の
墳
墓
」
の
現
状
認
識
お
よ
び
そ
れ

を
踏
ま
え
た
「
民
衆
」
の
「
不
滅
の
墳
墓
」
に
つ
い
て
の
構
想
こ
そ
、
雲
外
が
渾
身

の
力
を
込
め
た
も
の
で
あ
る
。
何
よ
り
読
者
が
ま
ず
目
に
す
る
で
あ
ろ
う
『
不
滅
の

墳
墓
』
の
口
絵
が
全
て
「
民
衆
の
墳
墓
」
と
し
て
の
「
不
滅
の
墳
墓
」
を
示
す
も
の

で
あ
り
、
口
絵
で
は
「
陵
墓
と
古
墳
」
に
つ
い
て
全
く
言
及
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
じ

つ
に
象
徴
的
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、こ
れ
ま
で『
不
滅
の
墳
墓
』言
及
者
た
ち
が
、

雲
外
の
「
不
滅
の
墳
墓
」
構
想
の
う
ち
ほ
ぼ
「
民
衆
の
墳
墓
」
の
み
に
言
及
し
て
き

た
の
は
、「
不
滅
の
墳
墓
」
構
想
の
要
点
を
押
さ
え
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。
小
稿

で
も
そ
の
立
場
に
基
づ
き
、と
く
に
言
及
し
な
い
限
り
「
不
滅
の
墳
墓
」
の
う
ち
「
民

衆
の
墳
墓
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
以
上
を
踏
ま
え
こ
の
節
で
は
、「
不
滅
の
墳
墓
」
構
想
の
特
徴
と
、
そ
の
集
約
で

あ
る
口
絵
に
注
目
し
、
検
討
す
る
。

　
2

－

1
　
特
徴
と
使
命
と

　
こ
こ
で
は
「
不
滅
の
墳
墓
」
構
想
に
お
け
る
「
五
大
特
徴
」「
四
大
別
」「
三
種
相
」

お
よ
び
「
三
大
重
要
使
命
」
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
本
文
で
は
こ
の
順
で
掲
載
さ
れ
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る
が
、
論
述
の
都
合
上
、
こ
こ
で
は
「
三
種
相
」「
四
大
別
」「
五
大
特
徴
」
そ
し
て

「
三
大
重
要
使
命
」
の
順
に
確
認
し
よ
う
。

　「
三
種
相
」（
第
四
章
第
二
節
第
二
款
第
四
（
一
）「
民
衆
の
墳
墓
の
三
種
相
」）
は
、

立
地
す
る
地
勢
に
よ
る
区
別
で
あ
る
。「
平
坦
地
方
」「
山
間
・
谿
谷
地
方
」「
海
岸
・

湖
岸
及
島
嶼
地
方
」
に
大
別
さ
れ
る
。「
平
坦
地
方
」「
山
間
・
谿
谷
地
方
」
で
は
主

要
道
路
沿
い
、「
海
岸
・
湖
岸
及
島
嶼
地
方
」
で
は
関
係
集
落
中
央
な
ど
、
い
ず
れ

も
民
衆
が
集
合
離
散
し
や
す
い
場
所
を
選
ぶ
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
「
海

岸
・
湖
岸
及
島
嶼
地
方
」
は
「
夜
間
灯
台
を
兼
ね
る
」
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　「
四
大
別
」（
第
四
章
第
二
節
第
二
款
「
民
衆
の
墳
墓
の
四
大
別
」）
は
、「
不
滅
の

墳
墓
」
へ
納
め
ら
れ
る
死
者
た
ち
の
区
別
で
あ
る
。「
国
士
の
墳
墓
／
郷
士
の
墳
墓

／
殉
職
者
の
墳
墓
／
民
衆
の
墳
墓
」
と
区
別
さ
れ
る
が
、「
国
士
の
墳
墓
／
郷
士
の

墳
墓
／
殉
職
者
の
墳
墓
」
は
、
広
義
の
「
民
衆
の
墳
墓
」
地
内
に
設
立
す
る
。「
国

士
の
墳
墓
」
は
、
首
都
の
「
民
衆
の
墳
墓
」
地
内
に
設
立
し
、
国
家
管
理
の
も
と
国

民
全
体
に
よ
っ
て
守
護
さ
れ
る
。「
郷
士
の
墳
墓
」
お
よ
び
「
殉
職
者
の
墳
墓
」
は
、

各
道
府
県
の
主
都
の
「
民
衆
の
墳
墓
」
地
内
に
設
立
し
、
各
道
府
県
管
理
の
も
と
各

道
府
県
民
に
よ
っ
て
守
護
さ
れ
る
。「
民
衆
の
墳
墓
」
は
各
市
町
村
に
設
立
し
、
各

市
町
村
の
管
理
の
も
と
各
市
町
村
の
全
民
衆
に
よ
っ
て
守
護
さ
れ
る
。補
足
す
る
と
、

首
都
お
よ
び
主
都
に
も
「
民
衆
の
墳
墓
」
は
存
在
し
、
そ
こ
に
は
そ
の
首
都
お
よ
び

主
都
の
死
者
が
納
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　「
五
大
特
徴
」（
第
四
章
第
二
節
第
一
款「
民
衆
の
墳
墓
と
そ
の
五
大
特
徴
」）で
は
、

墳
墓
の
外
観
・
墓
地
境
内
の
施
設
か
ら
、
提
供
さ
れ
る
べ
き
サ
ー
ビ
ス
や
運
営
母
体

ま
で
を
含
め
た
、い
う
な
れ
ば
「
不
滅
の
墳
墓
」
の
構
想
全
体
が
提
示
さ
れ
る
。「
墳

墓
の
外
見
的
特
徴
／
納
骨
塔
と
宗
教
会
館
／
納
骨
／
祭
祀
／
墳
墓
の
管
理
と
守
護
」

の
五
点
に
つ
い
て
、
順
に
確
認
し
よ
う
。

　
第
一
点
は
、
墳
墓
の
外
見
で
あ
る
。「
不
滅
の
墳
墓
」
は
、
墳
墓
そ
の
も
の
が
共

存
共
栄
を
象
徴
し
、
な
お
か
つ
明
る
く
、
広
く
、
清
浄
で
あ
る
と
の
印
象
を
与
え
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
具
体
的
配
慮
と
し
て
、
以
下
の
三
点
が
挙

げ
ら
れ
る
。
植
樹
立
石
は
絶
対
に
避
け
、
自
然
の
陽
光
を
遮
る
こ
と
な
く
す
る
の
み

な
ら
ず
、
必
要
に
応
じ
て
夜
間
も
非
常
に
明
る
く
照
ら
し
出
せ
る
照
明
を
設
備
す
る

こ
と
。
同
時
に
多
数
が
墓
前
へ
参
集
し
、
祭
祀
だ
け
で
な
く
運
動
も
す
る
の
に
充
分

な
広
さ
を
有
す
る
こ
と
。
自
ら
敬
虔
の
念
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
以
上
を

含
ん
だ
「
墳
墓
の
外
観
的
特
徴
」
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
口
絵
で
確
認
で
き
る
。

　
第
二
点
は
、
墳
墓
地
域
内
に
設
立
さ
れ
る
べ
き
施
設
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
関
係

す
る
地
方
民
衆
の
「
白
骨
」（
胴
骨
も
含
め
た
遺
骨
全
体
）
を
永
久
に
収
蔵
し
回
向

す
る
「
納
骨
塔
」
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
宗
教
会
館
で
は
、
一
定
期
間
「
白
骨
」

を
預
か
り
そ
の
葬
祭
を
担
い
、
か
つ
民
衆
へ
の
教
化
と
墓
域
内
で
の
保
健
運
動
等
を

司
る
「
宗
教
会
館
」
で
あ
る
。
両
施
設
と
も
に
、
第
一
点
の
特
徴
と
同
様
、
口
絵
に

反
映
さ
れ
て
い
る
（
後
述
）。

　
第
三
点
は
、納
骨
方
法
で
あ
る
。
死
者
の「
白
骨
」は
、一
時「
宗
教
会
館
」内
の「
預

骨
堂
」
に
納
め
、春
秋
の
二
回
、「
預
骨
堂
」
か
ら
「
納
骨
塔
」
へ
と
移
し
納
め
る
。「
納

骨
塔
」
へ
移
す
際
に
は
、
容
器
か
ら
「
白
骨
」
を
取
り
出
し
「
無
差
別
平
等
」
に
収

納
す
る
。

　
第
四
点
は
、「
預
骨
堂
」
お
よ
び
「
納
骨
塔
」
前
で
の
祭
祀
で
あ
る
。「
預
骨
堂
」

前
で
は
毎
日
定
時（
お
そ
ら
く
は
朝
夕
）お
よ
び
預
骨
時
に
執
行
さ
れ
る
。「
納
骨
塔
」

前
で
は
、
ま
ず
「
納
骨
塔
」
か
ら
移
し
納
め
る
春
秋
の
年
二
回
に
、
当
該
期
の
預
骨

関
係
者
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
。
ま
た
年
一
回
秋
冬
の
間
に
制
定
さ
れ
る
べ
き
「
祭

祀
節
」
に
、
全
国
民
に
て
執
行
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
「
預
骨
堂
」
前
で
の
祭
祀
に
つ

い
て
は
、
口
絵
に
反
映
さ
れ
て
い
る
（
後
述
）。

　
第
五
点
は
、墳
墓
の
管
理
母
体
で
あ
る
。
先
に
「
四
大
別
」
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、

基
本
は
地
方
自
治
体
で
あ
る
。
施
設
だ
け
で
な
く
、
第
四
点
に
挙
げ
た
祭
祀
に
不
可

欠
の
僧
侶
た
ち
の
生
活
保
障
も
こ
の
自
治
体
の
負
担
と
す
る
。

　
以
上
の
「
五
大
特
徴
」
を
備
え
た
「
不
滅
の
墳
墓
」
に
要
請
さ
れ
る
の
が
、「
三

大
重
要
使
命
」（
第
四
章
第
二
節
第
二
款
第
五
「
民
衆
の
墳
墓
と
そ
の
三
大
重
要
使

命
」）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
墳
墓
は
公
私
一
切
の
儀
式
式
場
、
伝
統
的
共
楽
の
舞
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踏
場
た
る
こ
と
」「
墳
墓
は
体
育
と
精
神
教
化
の
道
場
た
る
こ
と
」「
大
都
市
の
墳
墓

は
航
空
機
の
昼
夜
間
離
着
陸
場
た
る
こ
と
」
の
三
点
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
「
不
滅
の
墳
墓
」
構
想
の
要
点
と
な
る
特
徴
と
使
命
と
を
、
読
者
に
印
象

的
に
示
す
の
が
そ
の
口
絵
で
あ
る
。
す
で
に
橋
爪
〔
橋
爪

　
二
〇
〇
二
・
二
〇
〇
四
・

二
〇
〇
八

（
4
（

〕
に
よ
っ
て
口
絵
の
う
ち
絵
画
の
一
部
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
絵
画
の
全
部
を
検
討
し
た
い
。

　
2

－

2
　
想
像
と
理
想
と

　『
不
滅
の
墳
墓
』
は
、
緒
言
の
前
に
口
絵
を
配
し
て
い
る
。
絵
画
が
四
枚
、
写
真

が
二
枚
、そ
し
て
折
込
で
図
面
が
四
枚
と
続
き
、よ
う
や
く
緒
言
と
な
る
構
成
と
な
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
読
者
は
、
最
初
に
画
像
と
し
て
雲
外
の
構
想
へ
対
面
す
る
の
で
あ

る
。
口
絵
の
う
ち
こ
の
節
で
は
四
枚
の
絵
画
に
注
目
す
る
。
論
述
の
都
合
上
、
順
に

仮
番
号
を
付
し
て
お
く
。

図
（

　
平
坦
地
方
に
設
立
さ
る
べ
き
不
滅
の
墳
墓
〔
祖
先
の
祭
祀
に
参
詣
の
民
衆
感

激
に
ひ
た
る
〕（
理
想
案
）

図
（

　
大
都
市
に
於
け
る
不
滅
の
墳
墓
〔
昼
夜
間
航
空
機
離
着
陸
場
を
兼
ぬ
〕
暗
夜

着
陸
直
前
の
飛
行
機
（
想
像
図
）

図
（

　
宗
教
会
館
内
預
骨
堂
を
廻
り
て
朝
夕
行
は
る
ゝ
儀
式
並
に
預
骨
の
た
め
来
館

せ
る
民
衆
の
感
激
（
想
像
図
）

図
4

　〔
上
〕
海
湖
岸
島
嶼
地
方
の
不
滅
の
墳
墓
〔
下
〕
山
岳
谿
谷
地
方
の
不
滅
の

墳
墓
（
理
想
案
）

　
少
々
気
に
な
る
の
は
「
理
想
案
」
と
「
想
像
図
」
が
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の

だ
が
、
そ
の
基
準
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
図
（
か
ら
図
4
全

て
に
共
通
す
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
丸
々
一
頁
を
占
め
、
図
の
左
に
は
概
要
を
示
す
一

文
と
「
細
野
雲
外
創
案
」
の
文
字
が
、
右
下
に
は
本
文
参
照
頁
が
示
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
以
下
、
各
図
右
下
で
指
示
さ
れ
る
頁
を
参
照
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
画
面
を

眺
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
図
（
で
は
、「
共
存
」
の
文
字
が
彫
り
込
ま
れ
た
半
球
形
の
納
骨
塔
へ
向
か
っ
て
、

群
衆
が
押
し
寄
せ
て
い
る
。
先
述
し
た
「
五
大
特
徴
」
の
第
一
点
、
外
見
が
「
共
存

共
栄
」
を
象
徴
し
て
い
る
そ
の
も
の
の
図
で
あ
る
。
群
衆
の
中
か
ら
伸
び
る
二
本
の

旗
は
、
団
体
参
拝
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
納
骨
塔
上
空
に
浮
か
ぶ
気
球

か
ら
は
、「
祖
先
の
眠
る
と
こ
ろ
軈
て
我
ら
も
」「
社
会
奉
仕
即
共
存
共
栄
／
共
存
共

栄
即
忠
君
愛
国
」
の
字
幕
が
垂
れ
下
が
る
。
こ
れ
は
、
日
曜
日
や
儀
式
日
に
集
ま
る

「
民
衆
の
精
神
行
動
を
浄
化
善
導
す
る
」た
め
で
あ
る
。気
球
に
取
り
付
け
ら
れ
た「
ラ

ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
」
か
ら
「
地
上
の
大
衆
」
と
く
に
「
若
き
民
衆
」
へ
向
か
っ
て
、「
力

強
く
呼
び
か
く
る
声
」
の
み
な
ら
ず
「
軽
快
に
し
て
勇
壮
な
る
音
楽
の
リ
ズ
ム
」
が

送
ら
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
「
墳
墓
即
楽
園
、
従
来
行
く
処
を
得
な
か
つ
た
若
き
民
衆

等
は
、
日
曜
を
俟
つ
て
墳
墓
に
押
し
か
け
、
散
歩
に
運
動
に
一
日
を
愉
快
に
エ
ン
ジ

ヨ
イ
す
る
に
至
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
自
然
の
中
、
彼
等
の
精
神
に
共
存
共
栄
の
欲

求
が
芽
生
え
、
自
ら
協
同
努
力
す
る
や
う
習
慣
付
け
ら
れ
る
」
と
い
う
目
論
見
で
あ

る
。
あ
る
い
は
、
墳
墓
を
清
掃
す
る
た
め
学
生
青
年
団
が
協
同
奉
仕
作
業
を
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
を
通
し
て
「
公
徳
心
が
涵
養
」
さ
れ
、
若
者
た
ち
は
知
ら
ず
知
ら
ず
に

共
存
共
栄
運
動
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
先
述
し
た
「
三
大
重
要
使
命
」
の

ひ
と
つ
「
墳
墓
は
体
育
と
精
神
教
化
の
道
場
た
る
こ
と
」
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
が

了
解
で
き
よ
う
。

　
図
（
に
は
、
今
ま
さ
に
夜
の
飛
行
場
へ
着
陸
し
よ
う
と
す
る
プ
ロ
ペ
ラ
機
が
描
か

れ
る
。「
三
大
重
要
使
命
」
の
ひ
と
つ
「
大
都
市
の
墳
墓
は
航
空
機
の
昼
夜
間
離
着

陸
場
た
る
こ
と
」
の
具
体
像
で
あ
る
。
暗
闇
を
射
貫
く
サ
ー
チ
サ
イ
ト
は
、
そ
の
敷

地
内
に
「
不
滅
の
墳
墓
」
を
含
む
飛
行
場
か
ら
の
光
だ
。
い
く
つ
も
の
サ
ー
チ
ラ
イ

ト
が
並
ぶ
中
、
プ
ロ
ペ
ラ
機
の
進
行
方
向
右
手
と
な
る
画
面
中
央
に
は
、
唯
一
輪
郭

の
明
確
な
半
球
体
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
先
の
図
（
と
同
様
の
納
骨
塔
で
あ
る
。

こ
の
飛
行
場
を
兼
ね
る
「
不
滅
の
墳
墓
」
が
配
置
さ
れ
る
べ
き
は
、
各
道
府
県
の
主
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図1　平坦地方に設立さるべき不滅の墳墓
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図2　大都市における不滅の墳墓（夜間飛行場）
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図3　預骨堂を廻る儀式
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図4　海辺，山辺における不滅の墳墓
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要
都
市
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
な
る
の
は
、
新
時
代
の
国
防
観
念
、
す
な
わ
ち
、
欧

州
大
戦
以
降
に
非
常
な
発
達
を
遂
げ
た
航
空
機
事
情
を
鑑
み
、
将
来
の
空
襲
を
予
測

し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
警
戒
す
べ
き
は
昼
間
よ
り
も
夜
間
、特
に
暗
夜
の
空
襲
だ
が
、

日
本
の
飛
行
場
事
情
を
鑑
み
る
と
、
世
界
列
国
と
比
し
て
桁
違
い
に
少
な
い
の
が
現

実
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
一
道
三
府
四
十
三
県
そ
れ
ぞ
れ
に
夜
間
離
発
着
が
可
能
な
飛

行
場
（
を
兼
ね
る
「
不
滅
の
墳
墓
」）
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
全
国
主
要
都
市
を
結

ぶ
夜
間
航
空
路
が
成
立
し
、
夜
間
航
空
標
識
は
も
ち
ろ
ん
、
暗
夜
の
空
襲
に
対
し
て

も
整
備
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
図
（
で
描
か
れ
る
の
は
、
先
述
し
た
「
五
大
特
徴
」
の
第
四
点
、「
宗
教
会
館
」

内
の
「
預
骨
堂
」
前
で
執
行
さ
れ
る
儀
式
の
様
子
で
あ
る
。
廻
る
僧
侶
た
ち
の
法
衣

の
描
き
分
け
は
、
複
数
の
宗
派
が
居
並
ぶ
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

　
図
4
は
、〔
上
〕
が
海
辺
に
、〔
下
〕
が
山
辺
に
建
立
さ
れ
る
べ
き
「
不
滅
の
墳
墓
」

で
あ
る
。
図
（
と
同
様
に
半
球
形
に
「
共
存
」
が
書
か
れ
て
い
る
点
は
共
通
し
て
い

る
。〔
上
〕
が
示
す
の
は
、
先
述
し
た
「
三
種
相
」
で
も
特
記
さ
れ
た
、
夜
間
灯
台

も
兼
ね
る
海
辺
の
「
不
滅
の
墳
墓
」
で
あ
る
。
海
辺
で
は
生
業
が
漁
撈
で
あ
り
、
そ

れ
は
子
孫
に
も
継
承
さ
れ
る
。
子
孫
た
ち
の
夜
間
の
漁
船
操
縦
を
守
護
す
る
灯
台
を

支
え
る
「
墳
墓
即
灯
台
」
と
し
て
設
計
さ
れ
て
い
る
の
だ
。〔
上
〕
は
鳥
た
ち
も
家

路
を
急
ぐ
夕
暮
れ
だ
ろ
う
か
、
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
灯
台
が
稼
働
す
る
直
前
を
描
い
て

い
る
か
と
思
わ
れ
る
。

　『
不
滅
の
墳
墓
』
の
巻
頭
を
飾
る
こ
れ
ら
の
絵
画
は
、
雲
外
の
提
唱
に
「
共
鳴
」

し
た
伊
藤
彦
造

（
（
（

に
よ
っ
て
「
昭
和
六
年
元
旦
よ
り
約
旬
日
に
亘
る
専
心
考
究
の
揮
毫

に
成
る
も
の
」（「
凡
例
」）
だ
と
い
う
。
雲
外
か
ら
の
依
頼
は
、
当
時
、
売
れ
っ
子

の
挿
絵
画
家
で
あ
っ
た
彦
造
に
と
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
時
宜
に
か
な
っ
た
も
の
だ
っ
た

と
推
察
さ
れ
る

（
（
（

。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
昭
和
四
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
、
彦
造
は
自

ら
が
企
画
し
た
新
聞
広
告
「
教
育
美
談
」
を
断
続
的
に
発
表
し
、
後
に
彼
の
代
名
詞

と
も
な
る
「
憂
国
の
絵
師
」
と
署
名
し
愛
国
精
神
を
主
唱
し
て
い
た
。
ま
た
昭
和
五

年
か
ら
自
ら
命
名
す
る
「
思
想
的
絵
画
」
な
る
愛
国
的
題
材
の
肉
筆
歴
史
画
に
専
念

し
、さ
ら
に
昭
和
七
年
に
は
自
ら
の
鮮
血
で
「
神
武
天
皇
御
東
征
の
図
」
を
制
作
し
、

こ
れ
を
陸
軍
大
臣
・
荒
木
貞
夫
大
将
へ
贈
っ
た
こ
と
を
契
機
に
荒
木
と
親
交
を
深
め
、

つ
い
に
昭
和
八
年
に
は
「
大
日
本
彩
管
報
告
党
」
を
結
成
（
後
に
「
大
日
本
彩
管
報

告
会
」
と
改
称
）
し
た
。
以
上
の
彦
造
の
経
歴
を
鑑
み
れ
ば
、「
共
鳴
」（
凡
例
）
も

単
な
る
修
辞
で
は
な
く
、
こ
の
時
期
ま
さ
に
愛
国
的
行
動
を
顕
わ
に
し
つ
つ
あ
っ
た

彦
造
の
「
憂
国
」
の
情
と
の
「
共
鳴
」
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

　
以
上
、検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、雲
外
の
構
想
す
る
「
永
久
有
縁
不
滅
の
墳
墓
」
は
、

『
不
滅
の
墳
墓
』
に
先
行
す
る
姉
妹
編
『
思
想
悪
化
の
因
』『
斯
君
斯
民
』
を
含
め
た

三
部
作
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
時
代
的
に
は
「
思
想
善
導
」
の
流

れ
に
乗
る
も
の
で
あ
る
。
抽
象
的
理
念
よ
り
も
具
体
的
事
実
を
重
視
す
る
雲
外
は
、

批
難
さ
れ
る
べ
き
「
悪
い
方
の
社
会
環
境
」
に
し
て
も
、
模
範
と
す
べ
き
「
光
明
の

方
面
」
に
つ
い
て
も
、
主
に
新
聞
記
事
か
ら
蒐
集
し
た
「
事
実
資
料
」
に
基
づ
き
論

じ
て
い
る
。「
善
」「
悪
」
両
方
あ
る
「
社
会
環
境
」
を
踏
ま
え
、
よ
り
『
善
」
へ
と

善
導
教
化
す
べ
く
構
想
さ
れ
た
の
が
「
不
滅
の
墳
墓
」
な
の
で
あ
る
。

　
政
府
に
よ
る
「
思
想
善
導
」
策
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
ス
ポ
ー
ツ
に

対
す
る
政
策
的
関
与
が
思
想
善
導
策
と
し
て
展
開
さ
れ
た
と
の
指
摘
が
あ
り
〔
加
賀

　
二
〇
〇
一
〕、
ま
た
近
代
史
に
お
け
る
「
思
想
善
導
」
の
前
史
を
含
め
た
展
開
に
つ

い
て
の
緻
密
な
整
理
〔
荻
野

　
二
〇
〇
七
〕
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え

る
と
、
雲
外
の
構
想
は
官
に
対
す
る
民
の
側
か
ら
す
る
「
思
想
善
導
」
策
の
一
例
と

し
て
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
官
へ
の
迎
合
と

み
て
問
題
を
矮
小
化
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、官
民
を
問
わ
ず
模
索
さ
れ
た
〈
公
〉

へ
の
試
み
の
一
環
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
雲
外
の

〈
公
〉
に
は
生
者
の
み
な
ら
ず
死
者
を
も
包
摂
す
る
点
に
、
独
創
性
が
あ
る
。
そ
れ

が
あ
ま
り
に
強
烈
だ
っ
た
た
め
に
、
雲
外
に
よ
る
生
者
へ
対
す
る
構
想
が
見
逃
さ
れ
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て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
ま
で
『
不
滅
の
墳
墓
』
に
言
及
し
た
者
た
ち
〔
森

　
一
九
九
三
〕〔
橋
爪

　

二
〇
〇
二
・
二
〇
〇
四
・
二
〇
〇
八
〕〔
土
居

　
二
〇
〇
六
・
二
〇
〇
七
〕
は
、『
不
滅
の

墳
墓
』
の
み
で
雲
外
の
構
想
を
論
じ
て
い
た
た
め
に
、
同
時
代
的
に
荒
廃
が
進
む
墳

墓
へ
の
悲
嘆
を
契
機
と
し
て
「
不
滅
の
墳
墓
」
を
構
想
し
た
と
判
断
し
て
き
た
。
そ

れ
は
間
違
い
で
は
な
い
の
だ
が
、
ご
く
一
面
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
何
よ
り
先
ず
『
不
滅
の
墳
墓
』
は
、
よ
り
効
率
的
に
「
思
想
善
導
」
を
現
実
化
す

る
た
め
の
、
具
体
的
施
策
と
し
て
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
『
不
滅
の

墳
墓
』
と
い
う
題
目
に
誘
引
さ
れ
て
し
ま
う
と
、死
者
の
扱
い
が
ど
う
な
さ
れ
る
か
、

そ
の
こ
と
の
み
へ
と
関
心
を
向
け
て
し
ま
う
視
野
狭
窄
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

視
野
に
は
、死
者
が
「
無
差
別
平
等
」
に
合
葬
さ
れ
る
こ
と
し
か
映
じ
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
雲
外
は
、
死
者
の
み
な
ら
ず
生
者
を
も
対
象
と
し
て
い
る
。
そ
の
点
、
た
と

え
ば
図
（
が
示
す
飛
行
場
な
ど
、
施
設
の
物
理
的
側
面
に
徹
底
的
に
関
心
を
向
け
た

橋
爪
こ
そ
が
、
図
（
に
描
か
れ
た
気
球
か
ら
、
そ
こ
へ
備
え
ら
れ
た
ス
ピ
ー
カ
ー
を

読
み
取
り
、
雲
外
が
生
者
へ
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け
よ
う
と
構
想
し
た
の
か
、
気
付

く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
〔
橋
爪

　
二
〇
〇
二
・
二
〇
〇
四
〕。
さ
ら
に
は
小
稿
で
確
認

し
た
よ
う
に
、『
不
滅
の
墳
墓
』
巻
頭
を
飾
る
口
絵
を
担
当
す
る
挿
絵
画
家
と
し
て
、

当
時
「
憂
国
の
絵
師
」
と
し
て
自
己
主
張
し
つ
つ
あ
っ
た
伊
藤
彦
造
は
、ま
さ
に
「
思

想
善
導
」
に
適
役
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
『
不
滅
の
墳
墓
』
の
口
絵
に
は
、
彦
造
の
筆
に
よ
る
絵
画
の
ほ
か
に
、

写
真
二
枚
と
図
面
四
枚
が
残
っ
て
い
る
。
最
後
に
こ
れ
ら
を
瞥
見
し
、
そ
こ
か
ら
導

け
る
今
後
の
課
題
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
む
す
び
に
か
え
た
い
。

　
口
絵
の
う
ち
写
真
二
枚
は
一
頁
に
収
め
ら
れ
、
上
に
「
石
川
県
珠
洲
郡
三
崎
村
大

屋
に
あ
る
不
滅
の
墳
墓
」
の
写
真
が
、
下
に
「
新
潟
県
糸
魚
川
押
上
に
あ
る
不
滅
の

墳
墓
」の
写
真
が
配
さ
れ
て
い
る
。雲
外
は
こ
れ
ら
を「
既
に
実
在
す
る
不
滅
の
墳
墓
」

と
呼
ぶ
。
現
在
の
学
術
用
語
と
し
て
は
「
総
墓
」
す
な
わ
ち
「
複
数
の
家
族
あ
る
い

は
血
縁
関
係
に
な
い
人
々
が
一
つ
の
墳
墓
あ
る
は
納
骨
堂
を
共
有
し
て
い
る
合
葬
墓

の
形
態
」
の
う
ち
「
村
落
で
一
つ
の
墳
墓
（
納
骨
堂
）
を
共
有
す
る
形
態
」
で
あ

る
（
（
（

。
他
の
口
絵
と
同
様
に
添
え
書
き
さ
れ
た
参
照
頁
に
よ
れ
ば
、
雲
外
が
こ
れ
ら
の

存
在
を
知
っ
た
の
は
、
脱
稿
直
前
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
雲
外
が
関
係
者
に
書
簡
で

問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
関
係
資
料
の
提
供
を
受
け
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
本
文
を
執

筆
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
雲
外
が
「
事
実
資
料
」
と
し
て
新
聞
記
事
を
絶
対
視

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
何
を
も
っ
て
「
事
実
」
と
す
る

の
か
。
い
か
に
し
て
新
聞
記
事
は
「
資
料
」
に
な
る
の
か
。
思
え
ば
、
雲
外
と
同
時

代
で
あ
る
昭
和
初
期
、
主
に
新
聞
記
事
を
資
料
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
来
し
方
を
問

い
、行
く
末
に
思
い
を
巡
ら
し
た
著
作
が
あ
っ
た
。柳
田
國
男『
明
治
大
正
史
世
相
篇
』

で
あ
る
。
よ
り
精
確
に
述
べ
れ
ば
事
態
は
逆
で
あ
る
。
柳
田
の
『
世
相
篇
』
が
、
日

本
民
俗
学
の
内
外
を
問
わ
ず
、
後
世
に
お
い
て
も
参
照
さ
れ
続
け
て
き
た
。
こ
の
事

実
こ
そ
が
、
改
め
て
『
世
相
篇
』
の
同
時
代
を
顧
み
る
必
要
性
を
要
請
す
る
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
小
稿
は
、
昭
和
初
期
の
掃
苔
道
・
霊
園
行
政
・
柳
田
民
俗
学

を
比
較
検
討
し
た
作
業
〔
土
居

　
二
〇
〇
六
〕
あ
る
い
は
柳
田
民
俗
学
の
陰
画
と
し

て
同
時
代
的
知
的
関
心
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
照
ら
し
出
す
作
業
〔
土
居

　
二
〇
一
〇
〕

の
延
長
上
に
あ
る
。
私
見
で
は
、
墓
制
に
つ
い
て
の
批
評
と
研
究
と
が
徐
々
に
そ
の

区
別
を
明
瞭
に
す
る
最
初
期
に
当
た
る
時
代
で
あ
り
、
今
後
も
、
様
々
な
立
場
か
ら

な
さ
れ
る
墓
制
を
め
ぐ
る
言
説
と
実
践
の
検
証
作
業
を
積
み
重
ね
る
必
要
が
あ
る
。

　
口
絵
の
う
ち
図
面
四
枚
は
、「
創
案
者
」
と
し
て
の
雲
外
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ

に
「
設
計
者
」
が
名
を
連
ね
て
い
る
。「
不
滅
の
墳
墓
平
面
図
（
航
空
機
昼
夜
間
着

発
場
を
兼
ぬ
る
も
の
）」「
夜
間
航
空
機
着
発
場
／
電
気
照
明
設
備
設
計
図
」「
不
滅

之
墳
墓
の
納
骨
塔
略
図
」「
宗
教
会
館
建
築
設
計
理
想
図
案
」
と
題
さ
れ
た
そ
れ
ぞ

れ
の
参
照
頁
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
図
面
は
、
雲
外
の
「
知
人
」
に
よ
り
「
特
志
設

計
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
知
人
」
ら
は
「
工
学
士
」「
土
木
技
師
」「
建

築
家
」
と
い
っ
た
近
代
に
成
立
し
た
職
能
を
肩
書
き
と
し
て
い
る
。
ま
さ
に
「
都
市

計
画
の
思
考
」
と
同
類
の
工
学
的
思
考
〔
土
居

　
二
〇
〇
七
〕
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
肩
書
き
を
持
た
な
い
雲
外
も
ま
た
、
た
と
え
ば
工
学
的
思
考
を
前
提
と
し
つ
つ
も
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別
の
文
脈
に
お
け
る
近
代
性
を
体
現
す
る
機
関
で
あ
っ
た
『
掃
苔
』
同
人
〔
土
居

　

二
〇
一
〇
〕
の
よ
う
に
、
様
々
な
統
計
資
料
や
印
刷
メ
デ
ィ
ア
を
駆
使
し
て
活
動
し

て
い
る
点
で
、
全
く
同
類
で
あ
る
。
そ
の
点
で
注
目
す
べ
き
は
、
雲
外
が
三
部
作
を

通
し
て
問
題
視
し
て
い
た
「
ヨ
ロ
シ
ク
ヤ
ラ
ウ
と
云
う
心
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
習
慣

や
歴
史
の
中
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
、
簡
単
に
矯
正
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
根
強
い
も

の
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
原
因
と
す
る
具
体
例
と
し
て
「
選
挙
権
売
買
」
な
ど
の
「
選

挙
違
反
行
為
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
「
ヨ
ロ
シ
ク
ヤ
ラ
ウ
と

云
う
心
」
に
関
連
し
て
、
民
俗
学
に
関
心
あ
る
立
場
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
柳
田
に
お

け
る
選
挙
へ
の
関
心
を
連
想
す
る
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
作
業
と
し
て
は
、
室
井
康
成

に
よ
っ
て
剔
抉
さ
れ
た
柳
田
国
男
に
お
け
る
「
民
俗
」〔
室
井

　
二
〇
一
〇
〕
と
の
比

較
考
察
が
必
須
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
ど
う
や
ら
柳
田
国
男
に
誘
引
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
柳
田
が
巨
大

な
磁
場
だ
と
い
う
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
柳
田
く
ら
い
し
か
参
照
軸
が
な
い
こ
と
が
問

題
で
あ
る
の
か
。
前
者
の
場
合
、
私
一
人
の
力
で
は
、
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
。
後

者
の
場
合
、
柳
田
以
外
の
参
照
軸
を
確
保
し
、
自
分
な
り
に
研
究
領
域
の
マ
イ
マ
ッ

プ
作
成
を
重
ね
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
私
自
身
は
よ
う
や
く
ご
く
一
部
の
素
描
く
ら

い
は
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
〔
土
居

　
二
〇
一
〇
〕
か
と
思
う
が
、
も
ち
ろ
ん
油
断

は
で
き
な
い
。
さ
っ
そ
く
小
稿
も
、マ
イ
マ
ッ
プ
に
描
き
こ
む
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

【
付
記
】　
投
稿
後
、
阿
部
純
「「
不
滅
」
の
記
憶
は
い
か
に
し
て
可
能
か
―
戦
前

日
本
に
於
け
る
共
同
墓
の
構
想
―
」〔『
東
京
大
学
情
報
学
環
紀
要

　
情
報
学
研
究
』

七
九
、二
〇
一
〇
年
一
〇
月
〕
を
読
む
機
会
を
得
た
。
雲
外
の
三
部
作
を
考
察
の
対
象

と
す
る
な
ど
小
稿
と
重
な
る
点
が
多
く
、
参
照
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
残
念

な
が
ら
小
稿
の
考
察
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
他
日
に
期
し
た
い
。

註（
（
）　
栗
原
文
蔵
「
大
野
雲
外
論
」（
加
藤
晋
平
・
小
林
達
雄
・
藤
本
強
編
『
縄
文
文
化
の
研
究

　
第

（0
巻

　
縄
文
時
代
研
究
史
』雄
山
閣
、一
九
八
四
年
、四
七
―
五
三
頁
）は
、大
野
が
画
塾
で
学
ん
だ

こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
た
際
に
「
晩
年
の
『
不
滅
の
墳
墓
』（
一
九
三
二
年
）の
設
計
見
取
図
な
ど

も
、そ
の
延
長
上
で
考
え
て
良
い
も
の
で
あ
ろ
う
」（
同
、四
七
頁
）と
述
べ
て
い
る
。つ
ま
り
『
不
滅

の
墳
墓
』の
著
者
を
、大
野
雲
外
（
延
太
郎
）と
同
一
人
物
と
み
な
し
て
い
る
。興
味
深
い
見
解
で
は

あ
る
が
、細
野
雲
外
＝
大
野
延
太
郎
（
一
八
六
三
―
一
九
三
八
）と
す
る
論
拠
が
不
明
で
あ
り
、お

そ
ら
く
は
「
雲
外
」が
共
通
す
る
こ
と
に
よ
る
勘
違
い
と
思
わ
れ
る
。そ
も
そ
も
本
稿
で
取
り
上
げ

る
『
不
滅
の
墳
墓
』三
部
作
に
お
い
て
、執
筆
者
が
大
野
延
太
郎
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記

述
は
確
認
で
き
な
い
。

（
（
）　『
葬
儀
の
歴
史
』の
初
版〔
芳
賀

　
一
九
七
〇
〕で
は『
不
滅
の
墳
墓
』に
つ
い
て
言
及
が
な
い
。

翌
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
増
補
改
訂
」
版
で
は
、
初
版
末
尾
か
ら
書
き
継
ぐ
よ
う
に
小
見
出
し

「
現
代
の
墳
墓
研
究
の
好
著
」
が
添
え
ら
れ
、「
最
後
に
、
最
近
読
ん
だ
」〔
芳
賀

　
一
九
七
一
：

二
七
三
〕
と
書
き
始
め
ら
れ
『
不
滅
の
墳
墓
』
が
言
及
さ
れ
る
。
さ
ら
に
〈
増
訂
版
〉〔
芳
賀

　

一
九
九
一
〕
で
は
、
小
見
出
し
「
火
葬
場
と
近
代
化
」
と
「
増
補

　
近
・
現
代
に
お
け
る
告
別
式

と
葬
祭
の
変
化
」
章
が
書
き
継
が
れ
て
い
る
。
な
お
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
、
芳
賀
は
『
不
滅
の

墳
墓
』
に
言
及
す
る
に
際
し
、
小
見
出
し
こ
そ
「
現
代
の
墳
墓
研
究
の
好
著
」
と
し
て
い
る
も
の

の
、
そ
の
「
好
著
」
と
す
る
理
由
は
『
葬
儀
の
歴
史
』
を
読
ん
で
も
判
明
し
な
い
。

（
（
）　
久
野
収
・
鶴
見
俊
輔
『
現
代
日
本
の
思
想
』（
岩
波
書
店
〈
岩
波
新
書
〉、
一
九
五
六
年
）
は
、

そ
の
第
二
章
「
日
本
の
唯
物
論
：
日
本
共
産
党
の
思
想
」
の
冒
頭
で
『
思
想
悪
化
の
因
』
に
言
及

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
昭
和
の
は
じ
め
の
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
が
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ

ン
の
上
で
、
ど
う
い
う
役
割
を
ふ
り
あ
て
ら
れ
て
い
た
か
を
し
め
す
手
が
か
り
の
一
つ
」（
同
書
、

三
〇
頁
）
と
し
て
、『
思
想
悪
化
の
因
』
が
新
聞
記
事
を
引
用
し
、
風
紀
の
乱
れ
や
若
者
の
礼
儀

の
欠
如
、
暴
利
を
貪
る
商
人
等
と
と
も
に
、「
天
皇
の
病
気
に
も
か
か
わ
ら
ず
金
持
貴
族
が
ダ
ン

ス
会
な
ど
も
よ
お
し
て
不
謹
慎
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
諸
例
に
な
ら
ぶ
項
目
と
し
て
、
左
傾
、
赤
化

を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
分
類
の
仕
方
は
、
編
者
個
人
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
当
時
の
日

本
の
新
聞
に
共
通
す
る
考
え
方
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
上
の
分

類
は
、
当
時
の
大
衆
意
識
の
上
で
の
分
類
に
対
応
す
る
」（
同
書
、
三
〇
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

続
け
て
同
書
は
「
私
の
知
人
の
七
十
歳
の
お
ば
あ
さ
ん
」
の
言
と
し
て
、「
ダ
ン
ス
を
よ
く
す
る

若
い
人
」
に
つ
い
て
「
ま
あ
昔
の
こ
と
ば
で
言
え
ば
ア
カ
だ
ね
」
と
の
用
法
を
紹
介
し
て
い
る
。

つ
ま
り
同
書
は
、
昭
和
初
期
に
お
け
る
「
ア
カ
」
な
る
語
の
含
意
を
探
る
上
で
、
ダ
ン
ス
と
「
赤

化
」
が
列
挙
さ
れ
て
い
た
『
思
想
悪
化
の
因
』
を
参
照
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
同
書
が
指
摘

す
る
「
ダ
ン
ス
会
」
は
、
雲
外
の
文
脈
で
は
あ
く
ま
で
「
天
皇
の
病
気
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
に
催

し
た
こ
と
が
「
不
謹
慎
」
と
し
て
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ダ
ン
ス
自
体
を
批
判
し
て
い
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る
わ
け
で
は
な
い
と
理
解
す
る
方
が
、
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
4
）　
こ
れ
ま
で
『
不
滅
の
墳
墓
』
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
繰
り
返
し
言
及
し
て
き
た
の
は
、
橋

爪
紳
也
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
現
在
、
確
認
で
き
た
論
考
は
小
稿
で
参
照
し
た
三
点
〔
橋
爪

　

二
〇
〇
二
・
二
〇
〇
四
・
二
〇
〇
八
〕
の
み
で
あ
る
。
た
と
え
ば
〔
橋
爪

二
〇
〇
二
〕
は
、
も
と

に
な
っ
た
連
載
を
収
録
し
た
橋
爪
『
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
日
本
―
幻
の
都
市
建
築
史
』（
紀
伊

國
屋
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
で
は
、〔
橋
爪

　
二
〇
〇
二
〕
の
論
考
で
『
不
滅
の
墳
墓
』
に
言
及

し
た
部
分
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
の〔
橋
爪

　
二
〇
〇
二
〕と
、別
の
連
載
を
収
録
し
た
部
分〔
橋

爪

二
〇
〇
四
：
二
四
―
七
〕
と
を
対
照
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
同
内
容
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
単
著
だ
け
で
も
優
に
十
冊
を
超
え
る
橋
爪
に
お
い
て
は
、
ほ
か
に
も
類
似
の
状
況
が
あ
る
か

と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
ま
だ
複
数
の
論
考
で
言
及
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら

橋
爪
の
著
作
の
全
貌
を
把
握
し
き
れ
て
い
な
い
。

（
（
）　
伊
藤
彦
造
に
つ
い
て
は
、『
伊
藤
彦
造
画
集
』（
講
談
社
、
一
九
七
四
年
）、『
伊
藤
彦
造
名
画

集
―
憂
国
画
家
の
入
魂
世
界
―
』（
講
談
社
、
一
九
八
五
年
）、『
新
装
増
補
版

伊
藤
彦
造
イ
ラ

ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
六
年
）
そ
れ
ぞ
れ
の
収
録
作
品
お
よ
び
収
録
諸

論
考
を
参
照
し
た
。
本
文
に
お
け
る
彦
造
に
関
す
る
記
述
は
、
以
上
の
文
献
に
基
づ
く
。
な
お
彦

造
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
圭
二
「
伊
藤
彦
造
小
伝
」（『
伊
藤
彦
造
画
集
』）、
無
署
名
「
伊
藤

彦
造
略
歴
」（『
伊
藤
彦
造
名
画
集
』）、
渡
辺
圭
二
「
伊
藤
彦
造
の
歩
ん
だ
道
」・
同
「
伊
藤
彦
造

略
年
譜
」（『
新
装
増
補
版

伊
藤
彦
造
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
』）
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
昭
和

六
年
（
つ
ま
り
『
不
滅
の
墳
墓
』
口
絵
を
彦
造
が
描
い
た
年
）
は
、
彦
造
が
一
時
出
版
界
か
ら
身

を
退
い
た
時
期
と
し
て
一
致
し
て
い
る
。

（
（
）
前
掲
註
（
で
参
照
し
た
画
集
収
録
作
品
お
よ
び
収
録
諸
論
考
に
お
い
て
、
雲
外
『
不
滅
の
墳

墓
』
に
つ
い
て
の
言
及
は
皆
無
で
あ
る
。
た
し
か
に
「
彦
造
の
個
性
が
最
も
輝
い
た
の
は
、
少
年

雑
誌
を
舞
台
と
し
た
時
で
あ
っ
た
。
／
一
九
二
〇
年
代
と
五
〇
年
代
を
ピ
ー
ク
に
、
彦
造
描
く
美

剣
士
は
少
年
達
を
熱
狂
さ
せ
た
」（
中
村
圭
子
「
伊
藤
彦
造
の
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
」『
新
装
増

補
版

伊
藤
彦
造
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
六
年
）
彦
造
の
絵
画
と
し

て
眺
め
る
と
、『
不
滅
の
墳
墓
』
口
絵
は
か
な
り
異
色
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
な
お
『
不
滅
の
墳
墓
』

口
絵
に
つ
き
、中
村
圭
子
氏（
弥
生
美
術
館
）お
よ
び
中
村
氏
経
由
で
伊
藤
布
三
子
氏（
彦
造
次
女
）

へ
照
会
願
っ
た
と
こ
ろ
、
両
氏
と
も
に
こ
の
口
絵
に
つ
い
て
は
初
見
で
あ
っ
た
。
後
日
、
布
三
子

氏
か
ら
頂
戴
し
た
私
信
に
よ
れ
ば
、
昭
和
五
・
六
年
当
時
の
彦
造
は
多
く
の
弟
子
を
抱
え
て
お
り
、

た
と
え
ば
図
（
な
ど
は
か
な
り
弟
子
の
手
が
入
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
は
い
え
図
（
の
画

面
中
央
で
振
り
向
い
て
い
る
女
性
の
顔
な
ど
は
明
ら
か
に
彦
造
の
筆
で
あ
ろ
う
、
と
の
こ
と
で
あ

る
。

（
（
）　
総
墓
に
つ
い
て
は
森
謙
二
「
総
墓
」（
新
谷
尚
紀
・
関
沢
ま
ゆ
み
編
『
民
俗
小
辞
典

　
死
と

葬
送
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
、
一
八
六
―
七
頁
）
を
参
照
。
ま
た
森
「
総
墓
制
」〔
森

一
九
九
三
：
一
一
四
―
一
三
一
〕、
同
「
総
墓
の
諸
形
態
と
祖
先
祭
祀
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
研
究
報
告
』
四
一
、一
九
九
二
年
）、
孝
本
貢
「
共
同
納
骨
碑
の
造
立
と
先
祖
祭
祀
―
新
潟
県
糸

魚
川
市
押
上
「
百
霊
廟
」
の
事
例
―
」（
同
前
。
の
ち
孝
本
『
現
代
日
本
に
お
け
る
先
祖
祭
祀
』

御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
一
年
。
へ
改
題
し
て
所
収
）
を
参
照
。

【
謝
辞
】

『
不
滅
の
墳
墓
』
口
絵
に
関
連
し
、
昭
和
五
・
六
年
当
時
の
伊
藤
彦
造
に
つ
い
て
、
伊
藤
布
三
子

氏
お
よ
び
中
村
圭
子
氏
よ
り
ご
教
示
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
切
通
理
作
氏
か
ら
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
口

絵
を
検
討
す
る
こ
と
に
つ
き
、
貴
重
な
示
唆
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
深
く
感
謝
の
意

を
表
し
ま
す
。

文
献

土
居
浩
「
一
九
三
〇
年
代
、
墓
を
め
ぐ
る
実
践
が
逆
照
射
す
る
仏
教
概
念
」『
宗
教
と
社
会
』

十
一、
二
〇
〇
五
年
、
二一四
―
七
頁
。

土
居
浩
「〈
墓
地
の
無
縁
化
〉
を
め
ぐ
る
構
想
力
―
掃
苔
道
・
霊
園
行
政
・
柳
田
民
俗
学
の
場
合
―
」

『
比
較
日
本
文
化
研
究
』
十
、
二
〇
〇
六
年
、
七
六
―
八
八
頁
。

土
居
浩
「
近
代
人
の
モ
ノ
感
覚
―
墓
を
め
ぐ
る
人
々
の
場
合
―
」『
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
』

一
、
二
〇
〇
七
年
、
七
四
―
八
頁
。

土
居
浩
「
仏
教
民
俗
学
と
近
代
仏
教
研
究
の
あ
い
だ
―
五
来
重
に
焦
点
を
当
て
て
―
」『
季
刊
日
本

思
想
史
』
七
五
、
二
〇
〇
九
年
、
九
三
―
一
一
二
頁
。

土
居
浩
「「
墓
ば
か
り
調
べ
て
い
る
人
」
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
―
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
協

会
に
お
け
る
『
掃
苔
』
同
人
の
邂
逅
を
中
心
に
―
」（
西
海
賢
二
ほ
か
『
墓
制
・
墓
標
研
究
の
再

構
築
―
歴
史
・
考
古
・
民
俗
学
の
現
場
か
ら
―
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）。

芳
賀
登
『
葬
儀
の
歴
史
』
雄
山
閣
、
一
九
七
〇
年
。
同
増
補
改
訂
、
一
九
七
一
年
。
同
〈
増
訂
版
〉、

一
九
九
一
年
。

橋
爪
紳
也
「
で
き
そ
こ
な
っ
た
日
本
〔
最
終
回
〕
慰
霊
の
デ
ザ
イ
ン
」『
ｉ
ｓ
』
八
八
号
、
ポ
ー
ラ

文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年
九
月
、
六
六
―
六
九
頁
。

橋
爪
紳
也
『
飛
行
機
と
想
像
力
』
青
土
社
、
二
〇
〇
四
年
。

橋
爪
紳
也
「
死
者
た
ち
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」（
同
『【
増
補
】
明
治
の
迷
宮
都
市
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

二
〇
〇
八
年
、
四
三
―
七
二
頁
。
初
出
は
一
九
八
八
年
）。

細
野
雲
外
『
思
想
悪
化
の
因
』
巌
松
堂
書
店
、
一
九
三
〇
年
。

細
野
雲
外
『
斯
君
斯
民
』
巌
松
堂
書
店
、
一
九
三
一
年
。

細
野
雲
外
『
権
金
即
魔
』
雲
外
書
房
、
一
九
三
三
年
。

加
賀
秀
雄
「
（
9
（
0
年
前
後
の
わ
が
国
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
動
向
と
そ
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い

て
」『
名
古
屋
文
理
大
学
紀
要
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
一
年
、
一
二
九
―
一
三
七
頁
。

室
井
康
成
『
柳
田
国
男
の
民
俗
学
構
想
』
森
話
社
、
二
〇
一
〇
年
。

森
謙
二
『
墓
と
葬
送
の
社
会
史
』
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
三
年
。



322

国立歴史民俗博物館研究報告
第 169集　2011年 11月

荻
野
富
士
夫
『
文
部
省
の
治
安
機
能
：「
思
想
統
制
」
か
ら
「
教
学
錬
成
」
へ
』、
平
成
一
五
～
一
八

年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
（
））（
（
（
（
（
0
（
9
（
）、http://hdl.

handle.net/（0（（（/9（（

、
二
〇
〇
七
年
。

（
も
の
つ
く
り
大
学
技
能
工
芸
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
一
〇
年
九
月
二
七
日
受
付
、
二
〇
一
一
年
二
月
二
一
日
審
査
終
了
）
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Environmental Design for Proper Guidance of Thought：
Reading Ungai Hosono’s Fumetsu no Funbo

DOI Hiroshi

Reading Ungai Hosono’s Fumetsu no Funbo （The Tomb of Immortality; 1932） from the perspective of body and 

character, you realize that despite the book’s title, it concerns the bodies and characters of the living rather than 

the dead. It has been pointed out before that Hosono’s peculiar idea of “tombs of immortality” where everyone 

from each region would be buried coincided with a time when people were increasingly lamenting the dilapidated 

state of graves. As the large number of newspaper articles quoted show, The Tomb of Immortality takes issue 

with the neglect of graves, but it was published along with Shiso Akka no In （The Causes of Deteriorating Social 

Ideology; 1930） and Shikun Shimin （The Emperor and the Common People; 1931） as one of a series of three works 

concerned with the subject of “proper ideological guidance”, which was a prevailing doctrine of that period in 

Japan.

In the first work, The Causes of Deteriorating Social Ideology, Hosono sought to demonstrate the degree to 

which ideology had declined, not only among certain students and youth groups, but among the whole populace. 

His arguments, based on masses of “factual materials” gathered from newspaper articles, reflect a stance that 

he also adopted for the subsequent two works, which Hosono himself positioned as the first and second part of 

The Causes of Ameliorating Social Ideology. In the second work, The Emperor and the Common People, Hosono 

again marshalled various “factual materials” regarding the direction （“towards the light”） that should be taken 

for proper guidance and education of the people, and explains what could be done to effectively “preach” this 

doctrine. The purpose of the third work, The Tomb of Immortality, is to put forward concrete policies for guiding 

the populace towards proper ideology and education in a society in which both good and evil exist. The Tomb of 

Immortality concept was designed as a stage for more effective preaching of the doctrine of proper guidance of 

ideology, and in this sense, is concerned more with the living than with the dead. 

An illustration and diagram decorate the opening pages of The Tomb of Immortality as concrete images of the 

kind of “tomb of immortality” proposed by Hosono. The illustration is the work of an illustrator who was in great 

demand at that time, Hikozo Ito. Considering that he pitched himself as “the patriot artist”, Ito was perhaps the 

ideal choice.

Keywords: communal graveyard, early Showa period, environmental design, proper thought guidance, Hikozo Ito




